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    開  会   午前９時３０分 

議長（大倉 博君） 皆さん、おはようございます。 

  ただいまから令和４年６月第２回笠置町議会定例会第２日目を開会します。 

  これから本日の会議を開きます。 

  本日の議事日程は、お手元に配付をしたとおりです。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第１、一般質問を行います。 

  質問時間は、議員の持ち時間を３０分以内とし、答弁の時間は含みませんので、申し添え

ます。 

  質問及び答弁は簡明にしてください。一般質問は通告制ですので、通告していない質問及

び関連質問は許可いたしません。 

  １番、向出健議員の発言を許します。向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  質問通告に基づきまして、一般質問をさせていただきます。 

  まず、大きな１つ目に、災害対策について質問をさせていただきます。 

  避難所の容量と避難者の数、考えてみますと大規模な災害が発生した場合、十分に避難所

に収容できない、そういう可能性が十分にあると思います。特に地震などで家屋等が倒壊し

た場合には、自宅待機という対応もできなくなってくるというふうに考えます。 

  現在、避難所収容数を超える避難者が出た場合には、どのような避難の体制などが取られ

ているか、対応されるのかお聞きをしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。向出議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

  現在、笠置町の地域防災計画の中で記載しております収容人数は、指定避難所、こちら笠

置小学校や産業振興会館ですけれども、そちらが４３０名、指定緊急避難所といいまして各

地区の集会所であったり笠置会館など、合計で４００名、全体で８３０名というふうに予定

をしております。ただ、これは新型コロナウイルス感染症対策のために距離を取ってみたり、

それからパーティションの設置によりましてもう少し低くなるものかなと思っております。 

  今向出議員のおっしゃいましたように、家屋の倒壊等避難の方が多くなった場合、収容し

切れない可能性もございます。そういう場合、想定といたしまして今後車中泊であるような
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ことも考えなければいけないのかなと思っております。 

  また、事前に避難できる必要性があると思われる場合には、ほかにお住まいの親戚や知人

宅に避難いただくということも検討いただけたらなというふうに考えております。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  今車中泊という答弁もあったと思うんですけれども、車中泊というのは大変健康上の問題

も大きいと思うんです。やっぱりそれは想定するべきではないんじゃないかと。現実問題と

して対応が不十分な場合に、個々人の判断でやむを得ずそういう場合が起きるということは

あると思うんですけれども、町としてはそれを想定するんじゃなくて、例えば仮設テントで

あったりとか、もう少しきちっとした形の対応を目指すべきじゃないんでしょうか。 

  車中泊というのは想定内にすべきではないことだと思うんですけれども、その点答弁いた

だきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  少し説明不足になってしまい、申し訳ありません。町の地域防災計画の中では仮設として

笠置運動公園で仮設の避難所を建てるということも記載しております。想定しております。 

  今、車中泊と言いましたのは、町で進めるというのではなくて、やっぱり今のコロナの感

染状況等で車中泊を希望されるということも出ております。もちろん体調的にはエコノミー

症候群であったりとかいろんなことも危惧されているところではございますので、町で積極

的にそれを進めるというのではありません。車中泊を希望される場合には、何らかの場所の

提供であったりというところは考えないといけないのかなというところです。 

  言いましたように、仮設のテントであったり住まいであったりというものは、防災計画上

予定しているところもございますので、そちらでまず対応かなと思います。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  特に笠置町の場合、財政的な問題もあって、いわゆる避難所を増やしていくのが困難だと

いう答弁が以前からされています。特に浸水域を想定した場合、現在の避難所では十分な避

難所としての機能が果たせないんじゃないかということで、垂直避難ですね、垂直避難とい

う言葉を使われていますけれども、要するに高い建物を建てて対応するということが一つだ

と思うんですけれども、それがなかなかできない状況にあると思います。 
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  そうした場合には、やはり広域的な避難ということで、他の自治体との協定を結んで、い

ざとなれば安全な場所に他の自治体の協力も得て避難所を準備いただき、そういう形で避難

をするということも考えられると思うんですけれども、これまでの話の中では、特に協定が

なかなか進んでいないと。全くできていないというわけではないけれども、まだまだ十分に

進んでいないというふうにお聞きをしています。 

  そこで、今広域避難については進捗状況がどうなのか、なかなか進まないその大きな要因、

原因は何なのか、その点について答弁をいただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。向出議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

  現在、さきの議会等々で答弁させていただいておりますが、相楽東部の和束町、南山城村

さんといったところで災害時の相互協定、相互支援に係る協定のほうは進めております。た

だ、こちらもまだ協定結ぶところには至っておりませんが、新型コロナウイルス等が拡大し

てきておりましたので、そちらについての対応を記載するかというところで、今協議してい

るところでございます。 

  定住自立圏の中心市である伊賀市さんとのほうは、消防関係で既に応援協定はできており

ますが、今後、伊賀市さんも含め近隣の市町村、自治体の方とも協定のほうできればなとい

うふうに考えております。それぞれの自治体での避難の状況ということもございますので、

相互の支援という形で協定のほうを進められればと思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  以前から新型コロナの件でなかなか文言の話もあるというふうにお聞きしているんですけ

れども、その１点だけでなかなか進まないというのでは、住民の安全をしっかり守るという

立場果たせないと思うんです。 

  それで、それはもう大分前の話ですから、もうさすがに早急に協定とかいろんな体制を整

えないと、災害はいつ起こるか分からない面が当然ありますから、現在の状況で本当に避難

所が十分じゃないということも分かっていて、笠置町だけの対応では無理だということもは

っきりしていると思うんです。もちろんそれもいろんな国や府への要望を求めて、町内での

対応もいるとは思うんですけれども、差し当たりやはり災害というのはいつ起こるか分から

ないということで、取りあえずできる面としては、現在、利用できる、もちろん村と和束だ
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けではなくて近隣の市町村も含めて、そういうことも本当に考えておかないと、今までそう

いう大規模なものがこの数年は起きていないという状況ですけれども、いざというときに対

応するためであるので、それはまさに今の平時の時点でやっていくべきだと思うんですね。 

  なかなか進捗が、状況何度も聞いていますけれども、進んでいない状況があるんですが、

進まない大きな要因が新型コロナの文言のやり取りだけなのかそんなことなのか、そうじゃ

なくて何か大きな要因があるのか、話合いが十分に持たれていないのか、その点をきちっと

明らかにしていただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。向出議員の今の御質問です。 

  おっしゃるとおり、早く進めないといけないということはそれぞれの自治体のほうでも考

えているところではございますけれども、やはり費用面であったりとか、コロナのその後の

対策についてなかなか進んでいないというのが現状でございます。 

  事務的なところで協議して進んでいるところではありますけれども、やはり最終的な判断

というところはそれぞれの首長になってきますので、それぞれほかの２つの自治体につきま

しても、それぞれの自治体内での事情というのもありますので、そこらも十分考慮させてい

ただきながら進めないといけないと感じております。 

  一番住民の方々に御迷惑かかるような形というのは避けたいと思いますので、できるだけ

改めて協議のほうを進めるように努力してまいりたいと思います。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  当然他の自体もそれぞれの自治体の災害の対応においての避難所の機能がもちろんありま

すから、例えばキャパがオーバーしていると、既に、という場合は例えばその自治体にもお

願いをして、財政的な差がありますから、例えばそういうことも受入れも含めて一定共同し

て財政支出も含めて協力をして避難所を増やしていただくとか、そういう課題等々があると

思うんですけれども、何度か聞いていますが、特別にこういうことで課題があるとか、こう

いうところで協議がなかなか進んでいないんだところの具体的な課題の整理や問題点といい

ますか解決すべきことが全然説明がこれまでないんですけれども、本当に今話を進めておら

れるのか、そのあたりの整理を本当にすべきじゃないかと。１個１個解決していくことがあ

れば、協力もしてしていくべきだと思うんです。 

  それで、南山城村でいったら近いような状況もありますから、そう単純に避難所の数が十
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分に笠置町とか他の自治体の受入れもできるのかとか様々な課題はあるので、先ほど言った

ように、都道府県超えても場合によっては考えればいいと思うんですけれども、そういうこ

との話というのは進んでおられるのかどういう状況なのか、もう全然話が進んでいない状況

なのか、もう少し詰めていけば近くで一定成果が得られるというか前進ができる状況なのか、

そのあたりをやっぱりしっかりやるべきなんじゃないかと。 

  一般的に当然早く進めるという話はもちろんだと思うんですけれども、そういう具体的な

話が出てきませんので、そのあたりはどうなっているのかなと思います。その点について答

弁いただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の今の御質問ですが、協定書案というところまでは作成できております。そこを

それぞれの自治体さんのほうで確認いただいている中で、新型コロナウイルスの記載を詳し

く入れればいいのではないかというふうな話が出てまいりました。それぞれの自治体のお考

えもございまして、なかなかその後詰まっていないというところでございます。 

  自治体の事務的な流れといたしましても、議会で協定を結ばないといけないことであった

り、特に伊賀市さんとのほうでしたら、やっぱり圏域というところはございますけれども、

圏域としての定住自立圏としての協定書の中でできるのかどうかというところのこともござ

いますので、まだ定住自立圏内でというところでは進んではおりませんが、そういうところ

もクリアしながらしないといけないというふうに思っております。 

  具体的にどこで止まっているかと、進んでいないかといいますと、先ほど言いましたよう

に、新型コロナウイルス包括的な記載でオーケーなのか具体に書くのかという本当に事務レ

ベルのことではございますけれども、そういう中でなかなか協議が進んでいないということ

が現状でございます。 

  前の参与のほうでも調整もしていただいておりましたので、引き続いて調整をそれぞれの

２つの自治体さんと進めていきたいという思いは持っておりますので、ちょっと出水期まで

にとかということではできませんけれども、なるだけ早めにめどをつけて進めたらというふ

うに考えております。 

  すみません、具体的な細かい事務のこれですというふうな説明にはなりませんでしたけれ

ども、あらかたといたしましては、協定書案まではできているというところで御理解いただ

けたらと思います。以上です。 
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議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  今協定書案まではできているということでしたけれども、お聞きしたいことがありますが、

例えば台風などのように、以前も聞きましたけれども、災害が一定予測される場合について

は事前避難等もあると思うんですが、今現在、伊賀市とは先ほど一定の協力のものはあると

いうことでしたけれども、避難に関してはまだまだ進んでいない状況の中で、そういうこと

があった場合には、緊急的に他の自治体への避難者の受入れとかそういうことが今現在でも

可能であるのか、一定体制が整えてあるのかどうか、その点についてお聞きをしたいと思い

ます。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員のおっしゃいました他の自治体への避難ということですけれども、今現在の協定

ができていない状況では、受入れというのは難しいと思っております。 

  先ほど言いました相互支援の協定ができることによって避難される方の受入れというもの

は可能になってくるものと思っております。台風など事前に予測がつくような場合には、先

ほども言いましたけれども、他の自治体にいらっしゃる例えば親戚の方であったり知人の方

のお宅に行っていただくということも考えられますけれども、そういう場合でも笠置町だけ

集中的にということではなく、近隣の程度にもよりますけれども、進路に当たっているとこ

ろへの避難というのはできないのかなと。そういうところに身を寄せられている場合は、笠

置町でいいますと、旅行の滞在者という形で避難所を使っていただくことは笠置町の場合は

可能ですので、そのような取扱いをしていただいているようでしたら、大丈夫かなと。 

  でも、先ほど言いましたように、協定が結ばれていない中でうちの避難の方を受け入れて

くださいというのは難しいと思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  今笠置町の場合、旅行者等については一定そういう受入れが可能であるという状況だとい

うふうに言われました。ただ、他の自治体についてはそういうことがあればということでし

たけれども、そういうことも含めて近隣の市町村の状況、つまり協定がない場合の対応、な

かなか本来協定があることによってスムーズに進んだり円滑に進むためにつくると思うんで

すけれども、避難というのは災害というのはそういう緊急的な課題がありますから、協定が
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できていないから無理ではなくて、一定そういう場合の対応を想定したり考えたり、できる

範囲はあるのかとか、一定情報把握も含めてやるべきだというふうに思うんです。 

  今の話ですと、あまり状況が確認できていないようにも思うんですけれども、今の段階で

も一定情報収集をして、どういう状況にあるのかというのは一定つかむべきだと思いますが、

そのあたりについてはいかがでしょうか。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問ですけれども、それぞれの自治体で地域防災計画というのをもう策定さ

れております。その中で記載されている部分があるかと思います。どちらの自治体におかれ

ても、すみません、具体的にどこの、例えば和束町さんがこういう記載ですというところま

で把握はできておりませんが、地域防災計画の中には旅行者に対する避難であったりという

ものは記載の必要性言われておりますので、各自治体の計画の中には記載されているものと

思っております。 

  ただ、記載されている中のどこに避難とかどういう状況やということまでは、私のほうつ

かんでおりませんので、申し訳ありません。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  要するに、そういう状況をつかむことによって避難者がこれぐらい想定されると、それで

どこにまず連絡を優先してやるかとか、どこに振り分けようとかいう話になってくると思う

んですよね。だからこそきちんとつかんでおくべきだと思うんです。今つかんでいないとい

う状況でしたから、きちっとやっぱりつかんだ上で協定ができる前でも一定今の段階で準備

できる部分についてはやるべきだと思います。 

  それで、この間、総合常任委員会のほうで避難所や備蓄品、備蓄倉庫などを視察させてい

ただいたんですけれども、特に備蓄倉庫の箇所数が少ないんではないかと。特に東部集会所

のところにはありますけれども、そのほか旧すまいるセンターのところにも一定置いてある

ということでしたが、数自体が少な過ぎるんではないかと。 

  道が寸断された場合等の対応についても今の状況では厳しいんではないかと考えますけれ

ども、この備蓄倉庫の箇所数であったり、道が寸断された場合の対応というのは、今現在ど

うなっているかお聞きをしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 
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参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問ありました備蓄倉庫の件でございますけれども、おっしゃっていただき

ましたように、大きなものといたしましては、東部地区にあります集会所横の備蓄倉庫とな

っております。あと、役場であったり、旧の保育所であるスマイルセンターであったり、産

業振興会館のほうにも一部備蓄をしておる状況でございます。 

  国道１６３号のほうが寸断されましたら、全線いろんなところで不具合が出るというのは

十分理解しておりまして、そういうところでも何箇所かに分けてというふうには考えて今の

南部区それから北部区のところで一部備蓄しているということでございます。 

  仮に寸断されたとしても、徒歩であったりとか何らかの方法で備蓄品を配りにいくという

のは、職員としてしなければいけないことと思っておりますので、車だけではなくいろんな

手段も考えた中で対応したいというふうに思います。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  実際にそういうことが起きたときに、具体的にはどうやって、例えば東部集会所から各地

に運んだりするのにどういう方法を取られるのかとか、具体的に今現在想定なされているの

か、その点についてお伺いをしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  想定といたしましては、もう人力になりますので、一輪車であったりそれからリヤカーと

いうものを使っての運搬になると思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  そうしたら、その一輪車の数とか十分に想定されて準備されている状況なのか、そこもお

聞きしたいと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  今一輪車の台数とか十分かということでございますが、一輪車のほうも荷物用というとこ

ろで置いているのではなくて、作業用にもなっておりますので、不足が生じることも想定さ

れますので、ちょっとそこらも併せて資機材のほうで整備を進めていく必要があると思って

おります。以上です。 
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議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  東部集会所にあります備蓄倉庫を実際見たところ、少し備蓄品の整理状況が充分じゃなか

ったというふうに考えています。要するに、倉庫自体が小さいんじゃないかという問題もあ

ると思うんですね。以前聞いたらまだまだ少し不足している備蓄品等もあるということでお

聞きしているんですけれども、これまでの答弁ですと、特に備蓄倉庫を増やすという考えは

ないようなんですけれども、やはり備蓄倉庫の数自体もそうですけれども、容量も含めて見

直しをしていくべきなんではないかと思うんですが、その点いかがでしょうか。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。向出議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

  備蓄倉庫につきましては、浸水深というところもございまして、なかなか町の町有地であ

りますところとか、設置場所を増やすことが難しいのかなというふうに思っております。 

  以前、各地区の集会所のほうにも備蓄品を置いていただいていたんですけれども、消費期

限のあるものにつきまして少し管理が難しいというお声がありましたことから、消費期限の

あるものについては、今配備していないというところでございます。 

  ちょっとまた今後区長さんのほうともお話させていただいて、区のほうでも幾らかの備蓄、

物、資材を置かせていただけるような場所がないかということも御相談させていただく一つ

かなというふうに思っております。 

  備蓄倉庫につきましては、中のものにつきましては、ちょっと担当のほうでも整理をし、

今年度も資材のほうも購入する分もございますので、適正に配置して整理したいなというふ

うに思っております。 

  備蓄倉庫の数だけではなく、中のほうも十分充足させていく必要がありますので、先ほど

言いました集会所さんのほうとも調整しながら、配置については考えたいと思います。以上

です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  実際倉庫を見たら、大きいものもあって、集会所の大きさも考えると何でもかんでも集会

所のほうに置けないということもあると思うんです。 

  それで、実際見たところ、ものすごく乱雑というまでもいかない面もありましたけれども、
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一定特に左側のほうについてはもう前のほうに物が置いてあって、後ろの物取り出すのが大

変困難な状況、現にありました。これではいざというときの対応で迅速な対応ができない状

況も起きてくるというふうに思います。 

  なので、そういう点から見て、要するに迅速な対応というのが非常に災害には大事だと思

うんです。すぐに備蓄品を配るということも大事なことだと思うので、数の問題もあります

し、区長とも話をするということでしたけれども、それだけではちょっと対応ができないん

じゃないかという課題としてあったと思うんです。 

  今後については、やはり備蓄というのは結局一定しなきゃいけないですし、考えないとい

けないことなので、その点について今から検討するというようなことじゃなくて、集会所の

協力いただくという話になっていますけれども、そうじゃなくて町として管理体制もあると

思うんですね。消費期限の管理が大変というのは、例えば職員のほうでできないのかとか、

区のほうでやってほしいということになると大変だという問題もあるとは思うんですけれど

も、そこだけじゃなくて町としてやはり計画的に考えないといけないんじゃないかと。その

点について答弁いただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員のおっしゃっていただきました御質問ですけれども、議会と議員の皆様が今年度、

昨年度から防災のこと研修いただきまして、防災倉庫のほうも見ていただき、私たちでは気

づかないところも御指摘いただきました。その件につきましては、担当のほうともまた協議

を進めて、協議といいますか話をしているところであります。 

  協力というよりも、もちろん町としてもう一つ集会所の横にでも防災倉庫、小さな倉庫で

も置けるところがあればというところではありますが、そちらもこちらの思いだけではいか

ないところもございますので、本当に区の役員の皆さんとお話させていただいて、いい方向

に考えていきたいというのが、今の状況でございます。 

  費用だけのことではございません。安全対策のためには十分必要なことと理解しておりま

すので、少しお時間をいただきながら進めていきたいというふうに思っております。以上で

す。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  それでは、備蓄品の状況と課題についてお聞きしたいと思います。 
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  現在、備蓄品で不足していると考えているものはありますか。それと、ペットなどの餌も

含めたペットの関係の備蓄品についてはどういう状況にあるかお聞きしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  令和３年度につきましては、組立て式トイレであったり紙おむつなど、衛生用品のほうを

購入させていただきました。水・食料品につきましては、一定基準値のほうを満たしており

ます。 

  今ペット用のものということをおっしゃっていただきましたけれども、ペットにつきまし

ては、原則飼い主の方の責任として準備いただくというふうに思っております。町のほうで

は犬の登録というところでしかございませんし、今避難所としても受入れできる体制でもご

ざいません。そういうこともありまして、ペットのペットフードやペットシートそれから保

管用のゲージ等につきましては、災害時にそれぞれの飼い主の方で準備いただくということ

をお願いしたいと思います。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  家屋が大丈夫な状況であればもちろんそういうことだと思うんですけれども、そういう状

況で例えば地震で家が潰れて、用意していたけれどもどうしようもなくなりましたとか、そ

ういう状況があったときに、正直避難者の方はストレスがあったりいろいろある中で、ペッ

トのことで本当に深刻なことになる可能性もあるとは思うんです。 

  だからこそ、一定は町としてもそういうことも含めて、ストレスの軽減ということも含め

て、考えておかないと駄目なんではないかということで取上げさせていただいています。 

  一定検討していくべきだと思うんですけれども、いかがでしょうか。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問ですが、ペットにつきましては一定検討は必要かと思っております。連

れての避難というところも今後考えられることでもございます。ただ、飼われている方以外

にはアレルギーのある方もいらっしゃいますので、そういうところ全てカバーできるかとい

うところも難しいところではありますので、ペットの、仮に避難されてきたとしても、用品

につきましては、常日頃から御自身で御準備いただくというところをお願いしたいというふ

うに思っております。以上です。 
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議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  特に持病のある方についての対応をお聞きしたいんですけれども、先ほど言ったように、

薬をちゃんと、無事な状態であればいいんですけれども、そういう状況じゃないときには、

持病に対してとか薬の関係についても一定考えておかなくてはいけないかと思うんですが、

今現在そうした病気をお持ちの方とかの薬については、どのような備蓄というか状況になっ

ているかお聞きしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  向出議員の御質問の常備薬等の件でございますけれども、町として薬品の保管ということ

は、薬局で保管されているようなどなたにでも対応できるというものは保管できませんので、

しておりません。避難される際には処方されたお薬飲まれている場合につきましては、それ

を持って来ていただくというのがもう大原則となってくるというふうに思います。 

  不足が生じてくるというところもあるかと思いますけれども、町で皆さんのお薬を何とか

するということは確保できない。薬局さんのほうと、お薬手帳がありましたら個人のそれで

薬局さんのほうにお話しいただくというふうになるかと思います。 

  大規模な避難の続く状況でしたら役場のほうが窓口となりまして薬局さんとお話しさせて

いただくということは可能かと思いますけれども、町で用意できるというものは外傷に対す

るものであったりとか、消毒液であったり包帯、それから市販されている風邪薬、胃薬程度

のものでしかないというふうにお考えいただくほうがいいと思っております。 

  処方いただく薬につきましては、もうその方の体調というか健康に合わせたものとなって

おりますので、全て役場で用意できないというふうに御理解いただきたいと思います。以上

です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  町として薬をどうということではなくて、今言ったように薬局の窓口になるということも

ありました。そういう形で実際薬の入手が困難な状況になったときに、やっぱり町が一定ど

ういう役割担うのかと、そういうところを対策いただきたいという意味です。そこは本当に

お願いをしたいと思います。 

  時間の関係もありますので、次の質問に移りたいと思います。 
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  大きな２つ目の点について、水道事業について質問させていただきます。 

  水道料金の引上げの方針が既に示されてはいます。まだ現在のところ具体的に引き上げる

ということになっていませんけれども、まず、家計への影響をどのように調査されて考えて

おられるのかお聞きをしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 建設産業課長。 

建設産業課長（福島 学君） 失礼いたします。向出議員の御質問にお答えいたします。 

  令和２年度策定の笠置町水道事業経営戦略においては、令和４年度からの水道使用料の料

金改定について模索し、少しでも一般会計からの繰入金を減らせるよう、また、独立採算に

近づけるようスケジュールがございました。 

  しかし、新型コロナウイルス感染症の蔓延により、料金改定の見送りをしていましたが、

現在では原油高騰に続き、あらゆる物価が上昇しつつある状況にあります。住民の皆様の家

計負担が増えていることは実感しております。 

  ただ、水道事業におきましては、一般会計からの繰入れが多額になっております。少しで

も繰入れを減らすこと、また、一番に安心・安全な水の供給を考えますと、料金改定はやむ

を得ないものと考えております。 

  そのためには、運営努力を重ねた上で、使用者の皆様に御理解をいただきながら、考えて

いきたいと思っております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  いわゆる公的な役割というものがあると思うんですよね。要するに、もし市場で成り立つ

のであれば全部市場に任せてしまえばいいわけですけれども、今まで、現在、現実には、独

立採算ということも言われていますけれども、公が基本的には担ってきたと思うんです。そ

れは、水道というものが市場だけでは駄目だと。そもそも収入状況というのは経済によって

左右されますし、例えば大病したら支出が増えて、収入が比較的多い方でも実際の家計状況

というのはいろんな変化が起きてくると思うんです。だからこそ、水道事業というのは公が

基本は担ってきたと。 

  国等の法律、法制の上では独立採算であって、そういう方向に向かっていっていますけれ

ども、ただ、本来の役割から見ると、それでいいのかという考えはあると思うんです。その

上で、もし水道事業の赤字を基本的に解消しようとすれば、現在の計画ですら基本的には全

然足りないという話になってくると思うんですね。 
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  それで、いわゆる税金等を使って公営的な事業をするというのは、まさにそういった家計

の様々な状況があるので、一定所得状況に応じて税負担をいただいて、その中で社会的なも

のは公営的なものとして運営していこうというのが本来の在り方じゃないかというふうに思

うんです。 

  だからこそ、こういう質問をさせていただいていますけれども、国や制度の方針はありま

すけれども、そういう方向ではなくて、本来はやはり公的な性格をどう考えて位置づけて、

そして、やっていくのかということだと思うんです。 

  根本的に経営の悪化の状況があるということであれば、国や府、府も含めてですけれども、

特に国のほうにもっと補助を求めて根本的な赤字状況、こういう状況を解決図っていただく

ようにしていくべきなんじゃないかと考えています。 

  町は自治体として、当然国がつくった法律等の趣旨には反せないとは思いますけれども、

自治体の町としては住民の利益を守る福祉を守るという立場からそうした方向に、一定国に

対しても働きかけや要望、補助を求めるということがあり得ると思います。 

  そこで、そのような要望活動であったり財政支援の活動については、これまで取り組まれ

てきたのか、取り組まれていないとしたらそれはどういうことなのか、今後取り組まれてい

くのか、そのことも含めてお聞きをしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 建設産業課長。 

建設産業課長（福島 学君） 失礼いたします。向出議員の御質問にお答えいたします。 

  国等について要望等されているのかということだと思います。現在、笠置町においては、

全国簡易水道協会に加盟しております。過去からももっと国等に財政支援を求めるようにと

御質問があったかと思っております。 

  今年からは、公益社団法人日本水道協会にも加盟をいたしております。この日本水道協会

につきましては、まず災害時において被災した水道事業体の会員による相互連携の実施、給

水被害が出たときに相互に連携するという大変重要な役割を持っております。 

  もう一つ、水道関係予算の獲得運動として政府、国会に対し、強力な陳情を実施するとい

う団体に本年度加盟させていただきました。 

  また、当町においては、その簡易水協会と日本水道協会において、各協会を通じて引き続

き支援をお願いしていきたいと思っておりますし、また、機会があるごとに京都府、国に要

望活動を継続していきたいと考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 
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１番（向出 健君） １番、向出です。 

  一定要望等はしていただくということで方針を示していただきましたので、そこは力を入

れてお願いしたいと思います。 

  ただ、水道料金最大計画どおり進めると２割ぐらい引き上がるというふうにお聞きをして

いますけれども、それでも根本的に解決しない状況だと思うんですね。 

  ただ、その一方で、家計については所得が比較的少ない、年金だけで大分少ない方もおら

れまして、家計への圧迫というのはある程度やっぱり起きてくるわけです。やっぱり個人と

自治体というのは、全然その力が、財政的力が違いますから、そのことはきちっと考慮をい

ただいて、本当に念頭に置いていただいて取組をいただきたいと思います。 

  その次に、３つ目の問題について。 

議長（大倉 博君） 休憩ちょっとだけ。 

  暫時休憩。次、２５分から始めます。 

休  憩   午前１０時１５分 

再  開   午前１０時２５分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  ３つ目の大きな問題について質問させていただきます。関西本線についてです。 

  ＪＲ西日本は、これまでも大和路線の便数を減らしたりしてきています。サービスもいろ

いろ引き下がったり、十分にサービスを向上させていただくことができない、していただけ

ていない状況もあります。 

  また、一定の利用者数が下回っている場合については、廃線の可能性も方針として示して

いる状況にあります。 

  そこで、お尋ねしたいんですけれども、関西本線については、維持について今どういう状

況としてつかんでおられるのか。また、維持や利便性向上についてＪＲ西日本に対して要望

等を行うべきだと思いますけれども、どういった要望等を行っておられるのかお聞きをした

いと思います。 

議長（大倉 博君） 企画政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。 

  ただいま向出議員よりＪＲ西日本に対して要望、その他の動き、働きかけをすべきではな
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いかということの質問をいただきました。 

  まず最初に、去る６月１８日に、笠置町産業振興会館におきまして、相楽東部地域公共交

通シンポジウムを開催いたしましたところ、議員の皆様をはじめ多くの方に御参加をいただ

きましたことに、この場をお借りしてお礼申し上げます。 

  同日の午前中に第２４回ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会を開催

し、和束町さんや南山城村さんのほか、ＪＲ西日本大阪支社の総務企画課長に委員として参

加いただきまして情報共有をさせていただくとともに、大阪支社の社長さん、国土交通省総

務政策局の方にも同席をいただいております。 

  笠置町といたしましては、ＪＲ関西本線を公共交通の軸とした施策、町内循環バスの運行

や鉄道運賃補助といった町単独事業についても協議会を通じまして情報共有をしており、Ｊ

Ｒ西日本さんからも本協議会を通じて地域と共に公共交通について考えていきたいと発言さ

れていることから、交通関係者と共に地域の公共交通施策を進めてまいりたいと考えており

ます。 

  一方で、伊賀市長さんが会長である関西本線木津亀山間同盟にも本町は会員として加入し

ておりまして、同盟からＪＲ西日本さんに要望書を提出しております。 

  要望書には、最重点要望として、関西本線加茂亀山間の運行本数の維持、その他利便性の

向上などを要望しております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  ＪＲ西日本には、度々私自身も申入れに行かせていただいております。その中で言われて

いたのが、新型コロナによる減収の影響等もあって大変経営が厳しい状況にあるという声で

した。その中でも、一定ＪＲ西日本だけの努力ではなくて、自治体であったり公が担う役割

というのがあるんではないかというお話をさせていただいています。 

  それで、町行政としてどのようにＪＲの利用促進の取組を進めようとされているのか、ま

た、進めているのか、どのような協力をしようとしているのか、その点についてお伺いをし

たいと思います。 

議長（大倉 博君） 企画政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  向出議員より、町の施策、取組どのようなものを進めておられるかというような質問であ

ったかと思います。 
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  ＪＲ関西本線の利用促進につきましては、やはり笠置町だけではなく、近隣自治体やＪＲ

さんを巻き込んだ施策の実施が必要になると考えております。 

  先ほどお伝えしましたＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通活性化協議会におきま

して、本年３月ですけれども、ＪＲ関西本線（加茂以東）沿線地域公共交通計画を策定いた

しました。 

  本計画は、ＪＲ関西本線を中心に、沿線全体の公共サービスの向上を目指しておりまして、

笠置町のみならず和束町さん、南山城村さん、そして京都府さん、ＪＲ西日本さんと共に取

組を進めていくものとなっております。 

  笠置町が主体となっております計画の具体を申し上げますと、事業実施所管課は商工観光

課になるんですけれども、自家用車を持たない方でも鉄道利用者のＪＲ笠置駅までの移動が

容易とすることができるような笠置町循環バスを運行していること、ＪＲ関西本線との乗り

継ぎ接続がスムーズに行えるようなダイヤ編成ですとか、ＪＲ笠置駅に駅員を配置しまして

駅利用者の利便性を高めること、そして、保健福祉課が実施しております鉄道運賃補助とい

った施策となっております。 

  その他の計画といたしましては、今後の検討課題、取組事項とはなりますけれども、循環

バスが安全に停車、乗降ができる箇所に限定してフリー乗降区間を設けることや、有料化し

観光客など町外からの来訪者が利用できるようなことにするなどが挙げられております。以

上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  ＪＲ関西本線の笠置駅の１日の乗降者数というのは年々減ってきていまして、少し前お聞

きしたときには４００人台ぐらいになっていました、１日平均という数字でしたけれども。

もっと前には６００人とか、さらにもっと前には多かったんですが、やっぱり減ってきてい

るのが現状としてあります。 

  取組は循環バス等も工夫をいただいているとは思いますけれども、減っていっているのが

現実なんですね。それで、新型コロナもあって様々なイベントが、現在、開きにくい状況に

あるというふうにされていますけれども、やっぱりＪＲの利用促進を促そうと思えば、一定

そうした利用者を増やすための観光事業であったり、イベントごとをしていかない限りは、

そう簡単には増えていかないだろうというふうに思います。それについては、具体的に現在

のところ示されていないとは思うんですが、何か計画していたり、こういう方向でいこうと



２０ 

いうものがあるのか。 

  要するに、今の話は町内の方のアクセスをよくするための循環バスであったり、ダイヤの

工夫であったりということだと思うんですけれども、それ以上にＪＲ関西本線自体の利用を

増やすためには、住民の方の利用を増やすのもいるんですけれども、もっと外部の方も含め

て利用そのものが増えていかないとなかなか厳しいんじゃないかというふうに思っています。

その取組としてどのようなことを考えておられるのかあればお聞きしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 企画政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。 

  向出議員よりＪＲ関西本線の利用促進についてどのようなことを考えているかというよう

な御質問であったかと思います。 

  このことにつきましては、いろいろな先ほど紹介いたしました発言させていただきました

協議会等々を通じて、笠置町だけでなく広域的な考え方を持って利用促進に努めていかなけ

ればならないであろうというふうに考えておりますので、今現在、具体的な施策は今申し上

げることはできませんけれども、今後協議会を通じて考えていきたいと思っております。以

上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  何度も言いますけれども、関西本線だけでＪＲ側だけの努力では厳しいということで、協

議会もつくっておられるのはそういう趣旨もあるとは思うんです。いろんな自治体の協力も

いただきたいとＪＲ西日本も言われていることがあるのをお聞きしていますので、やはり具

体的な施策が必要だと思うんですね。今は全然示されていないということでしたけれども、

これはやはり本当に具体的にこれをやろうとかあれをやろうとか、Ａ案Ｂ案Ｃ案具体的につ

くって、例えば近隣の自治体と協力してこういう観光の方呼び込む何か物語ストーリーをつ

くったりとか、そういうふうにするにしても、具体的に進めない限りいつまでも進んでいか

ないと思うんです。 

  それで、町長も観光については力を入れたいということを度々発言をされていると思うん

ですけれども、具体化になかなか進まないのはどうしてなのか。協議会自体はずっと発足し

て度々、先ほども言われたように、開催をされて、ＪＲ西日本の側もいろんな協力いただき

たいと求めておられる中で、なかなか進まないのはなぜなのか。もう少し具体策を本当につ

くっていくべきなんじゃないかと思います。その点について答弁いただきたいと思います。 
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議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの向出議員の御質問です。 

  本町では、ただいま６月より起業人さんに来ていただいて町内の観光資源の掘り起こしと

整理の作業に着手していただいております。広域観光によってＪＲの利用者、要するに町外

者を増やしていくというのは非常に大切なことだというふうに考えております。 

  昨年度は、伊賀市さん等とも相談させていただいて、広域観光についての方針というのを

お話させていただいたところですが、諸般の事情によってまだそれが具体的に動いていない

という状態にあります。 

  ただ、町といたしましては、それに先行した形で町内の観光を盛り上げていくための観光

資源の洗い直し、その整理等々を順次行っていって、町のホームページなどに掲載していき

たいというふうに考えておりますんで、よろしくお願いします。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  観光資源等については、過去からも観光は当然笠置町の目玉ということで、いろいろ調査

をしたりとか一定蓄積されているものがあると思うんですね。特に関西本線が減ってきてい

る中で、コロナのこともありますから、いつ頃できるのかとか、いつ事業実際実施できるか

とか、そういうことはあるとは思うんですけれども、もうそろそろ具体的な案をつくるべき

時期に来ていると、もうとっくにつくっていないとおかしいんじゃないかというふうに思う

んですけれども、ないものはないということですから、それはもうないものを聞いても答え

られないと思いますけれども、資源の掘り起こしということよりは、今現在、蓄積された情

報を組み合わせて具体的にどのようなプランをつくるべきなのか、そういうところだと思う

んですよ。一定さらにプラスして新しい発見をするとか、いろんなものを探すということは

あるにしても、蓄積されたものがあるはずなので、それをもっとどう組み合わせていくのか、

そういう作業にもう着手していくべきじゃないかと思います。 

  こういった質問をいろいろ他の議員等もされた中でも、いつも資源とか調査とかいうこと

が繰り返されていると思うんですね。その段階から一歩先に進んで、具体的にもうどのよう

にプランつくるのかというところまで着手するということを今からもう念頭において進めて

いくべきだと思います。その点について答弁をいただきます。 

議長（大倉 博君） 町長。町長、大きい声で答弁してください。 

町長（中 淳志君） ただいまの向出議員の御質問です。 
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  具体的に町内の観光資源についての観光ルートの策定等々に関する御質問だと思います。

一定観光資源のデータの整理は終わっております。ただ、やっぱり見せるということをする

ためには、写真でありますとか正確なデータ等々が必要になってまいります。現在、その作

業をやっていただいているところでございます。 

  ハイキングコースでありますとか、ボルダリングでありますとか、地区の行事、これは民

俗資料としての行事ですが、そうしたものもございます。そうしたものを組み合わせた形で

どのような観光ルートを町内でつくれるのか、また、近隣町村と協調してどういうルーティ

ングができるのか。例えば、関西本線の開業当時のたくさんの施設というのが沿線沿いに残

っています。それをどういうふうな形で見てもらえるのかというようなことも観光ルートの

一つとして考えられるのではないかというようなこともお話をさせていただいていますんで、

順次ルーティングができていけば公表していきたいというふうに考えていますんで、よろし

くお願いします。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  観光のルートということでいけば、過去にも既に一定調査をしてやった特区事業がありま

す。それで観光のルートだけじゃないと思うんですね。例えばどういうものを売るのか、ど

こで売るのかとか、どこにお金を使っていただくのかとか、全体の物語を描いてこういうプ

ランでいこうとか、そういうことも含めてだと思うんですね。お土産をどうしていくのかと

か、観光ルートにそういうものがある意味包括されている部分もありますけれども、入って

いる部分もあると思うんですけれども、そこだけじゃなくて、関西本線の利用促進という視

点からどうやったら利用者が増えていくかということをもっと総合的に考える必要があると

思うんですよね。 

  例えば、宿泊は今少なくなってきていますけれども、そういうことも含めて、本当に訪れ

る方が増える、利用促進が増えるという視点がいるんじゃないかというふうに思います。 

  観光資源でいったら、それはもちろんキャンプ場もカヌーもお寺のほうのいろんな石仏

等々もありますし、それはもう蓄積されているはずなので、そこから一歩進んでどうしてい

くのかと、どういうＰＲをしていくのかと。鍋フェスタであったり花火とかは、ＰＲだとず

っと言ってきたわけですね、町は。そういうところでＰＲしたものをどうやって今後に生か

していくのかとか、そういう総合的なものがいると思います。 

  特に答弁で十分そこまでないということでしょうけれども、本当にその点についてはきち
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っと総合的に、観光をどこ回ってもらうかというだけじゃないということを念頭に置いてい

ただきたいと思うんです。その点について答弁いただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの向出議員の御質問でございます。 

  当然ながら、観光行政というのは、町の基本的な行政の課題の一つだというふうには受け

止めております。 

  例えば、お土産品の話が出ましたけれども、例えばほっこり野菜市というふうな形での農

産物の即売等々を進めてくださいというようなお話は常々させていただいておりますし、町

内のルートにしても、今まで出てこなかったいろんな観光資源について、きちんとそれを一

つずつ種類別にまとめて観光ルートを提示すると。例えば、石仏なら石仏を見るルートを提

示するというような形での資源の整理が必要なんではないかと。何もかんも全部地図に突っ

込んで、どこに何があるか探すの大変やというんでは、なかなかそれは利用者、来町者の目

線からすれば不十分やと思うんで、それを笠置町だけでなしに、広域観光の中でコンテンツ

別の整理をさせていただいた上で、宿泊、飲食等々も含めたそうした宣伝をしていこうとい

うふうに考えています。 

  ただ、具体的にそれいつまでできるんやということになってきますけれども、あくまでも

非常に正確な情報って必要なんで、正確な情報をもう一度新たに調べ直して洗い出すという

作業が必要になってまいります。できるだけ早いうちに形をつくっていって、一つずつ提示

していきたいというふうに考えています。以上です。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  時間の関係もありますので、次いきたいんですけれども、要するに、総合的な視点を念頭

に置いていただきまして、お土産一つでも経済効果がどれぐらいあるのかとかということも

ありますし、地元の方の参加はどうしていくのかとか、いろんなことと絡み合って考えてい

かないといけないことがあると思います。 

  もう今具体的にまだ出ていないということですけれども、そういう様々なことが関わって

くると、影響し合うということを念頭に置いていただいて、そして、現在も経営されている

お店の方も例えばおられますし、そこの利用促進も加味していかないといけないですし、

様々なことを考えて利用促進につなげていってほしいということです。 

  具体的な話がありませんので、次にいきたいと思います。 
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  そうしましたら、最後に、子育て世帯への支援についてということで質問させていただき

ます。 

  この間、多子世帯であったり新婚世帯等の家賃等、また、家屋の補助等の行いなども行っ

てきています。その中で保育料無償化も進めて、パッケージで子育て支援策を前面に打ち出

して、移住促進につなげていくべきじゃないかと思いますが、現在、どのように子育て支援

の政策をアピールしているのか。また、保育料無償化については、費用でも本当にごく僅か

なお金でできるということで僕は聞いていますけれども、実施する考えはあるのかお聞きし

たいと思います。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの向出議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  保育料につきましては、国の制度等により満３歳以上の子供の無償化や多子世帯の保育料

の軽減、同一世帯で小学校就学前の子供が複数おられた場合には、当該児童の２人目は半額

であったり、３人目以降はゼロ円といったこと等になっております。引き続きどういった形

で子育て支援等できるのか検討をしていきたいと思います。 

  また、広報についてですけれども、子育て支援の広報については、町のホームページや広

報れんけい（回覧）等戸々でお知らせをしている状況でございます。 

  また、保育料無償化を実施した場合どのくらい費用がかかるかというところですけれども、

この４月時点での対象者で計算しますと、約４５万円の費用となります。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 向出議員。 

１番（向出 健君） １番、向出です。 

  もっと子育てということでワンパッケージにして、例えば子育て相談も、やっておられる

のは知っているんですけれども、そういうことも含めて笠置町に来ればこういうサービスが

受けられて、こういう子育ての悩みもこういう形で相談受けていますとか、非常にそれに特

化した形の何か分かりやすいリンクをつくるといいますか、そういうものをサイトに掲載す

るとか、もっと前面に押し出していったらいいんじゃないかと。例えば、ある年からこんな

制度が始まりましたとかいうことで、力入れてますとアピールするのも手だと思うんです。 

  そのいうことで、せっかく進めておられますので、もっといろんな方策を取っていただき

たいと思います。その点について最後答弁をいただきたいと思います。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの向出議員の御質問でございます。 
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  議員おっしゃるように、ホームページ等とかで分かりやすいような形で工夫をしていきた

いと思います。 

議長（大倉 博君） これで向出健議員の一般質問を終わります。 

  次に、２番、松本俊清議員の発言を許します。松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  一般質問については、私の今回の質問は３月と同じことを書いて行政に質問をしています。 

  だから、１番目に書いてあります将来像について。 

  これは少子高齢化に伴い発生する諸問題に対する対応策についてということで前回も聞き

ました。税収のだんだん少なくなっていく、その対応、財源確保策はどうか。また、空き家

に対する安全対策の現状と課題の対策の考え方についてと。配付してあるとおりに細かく書

いてあるわけなんですね。これに対して行政のほうで返答をお願いしたいと思います。 

  その中で、議会で発言されていますね、３月に。これは非常に重要な資料なんですよね。

それについてどのように思われているのか返答をお願いします。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。松本議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

  まず、私のほうからは１つ目にあります町税の減収になってくることに対する対応策とい

うところでお答えさせていただきます。 

  町税につきましては、新型コロナウイルス感染症の影響もあり、納付の猶予や減免措置等

で令和２年は減収となりました。 

  令和３年度につきましては、まだ決算見込みというところではございますが、回復傾向に

なっております。 

  御承知のとおり、自主財源が乏しいということもありますので、ふるさと納税や企業版ふ

るさと納税の活用によりまして、財源確保に努めていきたいというふうに思っております。

以上です。 

議長（大倉 博君） はい。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。 

  すみません、私に関係するところをまとめてお答えさせていただきたいと思います。 

  続いての空き家に対する安全対策の現状と課題についての考え方ということですけれども、

総務財政課で管轄しておる分で、３月に松本議員から御質問いただきました児童館であった
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り中央公民館についての繰り返しの御回答になりますけれども、御了承ください。 

  笠置児童館につきましては、笠置会館の１階で御承知のとおり業務をしております。今現

在も建物といたしましては、相楽東部広域連合の管理となっておりますので、今後、教育委

員会と話を進めていく必要があると思っております。 

  改修や新設ということになりましたら、東部連合の予算で計上、町は負担金の支払いとい

うことになります。撤去となりましたら、町に返還後の撤去となることが考えられます。 

  今後、児童や生徒数の推移もございますので、現時点で具体策があるというものではござ

いませんが、教育委員会のほうとお話させていただきたいと思います。 

  また、中央公民館につきましても、３月で御質問いただいております。建物として耐震の

不適合であるために、教育委員会の事務所を産業振興会館に移しまして、中央公民館として

の機能は廃止し、町に返還されております。撤去が必要ということにはなっておりますが、

まだ計画もできておりませんので、今後それに向けてさせていただきたいと思っております。 

  続けていかしてもらってもよろしいですかね。 

  それから、防災マップのハザードマップの配布後のことですけれども、令和３年度それぞ

れ各御家庭に配布させていただきまして、御覧いただいております。このマップを活用いた

しまして、各地区の区長はじめ役員の方々に参加いただき、避難行動の目安となる地区タイ

ムラインを作成いたしました。 

  また、今後、訓練等も以前からお話いただいているところでございますので、計画のほう

を考えていきたいというふうに思っております。 

  それから、続いての災害発生時につきましての町消防団の件でございますけれども、処遇

改善につきましては、総務省であったり消防庁であったりから通知が来ております。団員の

確保と併せまして、今後出動手当や年額報酬につきましては、見直しを図っていきたいと検

討を始めているところでございます。以上です。 

議長（大倉 博君） 松本議員、まず書いてあるのは分かりますけれども、一般の方は分かり

ませんので、質問をまずしてください。松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  私はまだハザードマップのことなんか話していませんよ。これから言うんですよ。 

  今の答弁は３月と同じことですよ。どうなんですか。児童館は教育委員会と話を進めると

いう答弁をされているんですよ。何回されたんですか。その結果はどうなったんですか。そ

こを聞きたいんですよ。行政は何も同じことばっかし、私は聞く必要ないと思いますよ、分
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かっているんですから。言われたことちゃんとここに議事録で残っているんですからね、同

じこと聞いても一緒なんですよ。 

  しかし、言われた答弁に対してどうかということを聞きたい。児童館はどうなんですか。

何と前回答えられ、教育委員会とどのような話をされたんか。どうなんです。その結果はど

うなんですか。町長にお聞きしたいですよ。また、町長はそういう問題について各部の課長

にどのように指示されたんですか、お答えください。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの松本議員の御質問でございます。 

  児童館のことについてですが、どういうふうに利活用するのかということについて具体的

な協議は進んでおりません。現状について認識されていますかということで、教育委員会の

ほうとはお話をさせていただきました。現状については承知しているということでございま

す。 

  今後の利活用について、現在、児童・生徒数の問題もございますんで、現状は笠置会館の

ほうで利用させていただいているという状況でございます。具体的に活用していくというこ

とになりましたら、それはまた教育委員会のほうと協議をさせていただくことになると思い

ますけれども、現状では不具合出ておらないということなんで、今のところ耐震補強の計画

は出ておりません。以上です。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  児童館については、教育委員会と話はされていないということですか。されているんだっ

たら何回されているか、それを私は聞きたいんですよ。ただ、議会用の答弁だけでは困るん

です。そういう点、町長はどのようにお考えなのか。 

  前回は、具体的に書いていないという答弁でしたよ。そのところで児童館を聞くと、教育

委員会から話を聞くと、相談する交渉するという話になっていますね。今の現状、笠置会館

であれでいいんですか、あの部屋で。いつまであそこに置いとくんですか。そういう私はト

ップの考え方、それを聞きたいんですよ。今までの答弁やったらそんなもんしてもらう必要

ないですよ。前回発言されたことは全部載っているんですよ。それを加味して答弁してもら

いたいですね。どうですか。お答えしてもらいたいですね。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの松本議員の御質問でございます。 
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  児童館耐震補強できていないの今後どのように利活用していくのかという御質問だと思い

ます。 

  現状予算措置の問題等々ございますし、利用者の数の問題等々もございます。現状では会

館の２階の御利用できちんと機能しておるということなんで、将来的にどうするのかという

のはまた別問題で教育委員会と協議をさせていただきたいと思っていますけれども、現状の

認識については、教育委員会のほうとお話をさせていただいたところでございます。 

  教育委員会のほうからもぜひ直してくれというお話出てきておりませんし、現状できちん

とできているということなら、今慌てて耐震補強工事にかかるというようなことはするつも

りはございませんので、今後も引き続いて利用者数の推移等々見守りながら、どうしていく

のかという話は進めたいというふうに思います。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  児童館は、全然結局話するというようなことになって、話が進んでいないというのが現状

ですか。どうなんです。それに対して教育委員会等にどのような話をされてもっていくのか。

笠置町としてあそこ貸していますね、教育委員会に。しかし、耐震とかそういう問題で工事

をしたいというような話だと思うんですよ。しかし、そのまま何もせんとほってあるだけで

すね。そういう話の進め方でいいんですか、笠置町の行政は。どうです。こんな何遍言うて

ても同じなんですね。もう信用はできません。 

  先ほど前田氏のほうからありましたハザードマップ、一応町民に全部配布されました。し

かし、どのように徹底指導されているのか。例えば、議員は一応これについては研修もやり、

また、２回目はポンプ等のチェックもしているんです。笠置町の職員はどのようにされたの

か。あれだけでいいのか。 

  そこで、私は前にも説明してありますよ。浸水深の位置が会館だけしかないんですよ。そ

れを北部、東部地区に建設お願いしたいということになっているんですけれども、それはど

のようになってんのか。質問したかて全然回答がないじゃないですか。町としてどういう方

法で浸水深の表示をつくるのか。どうなんです。本当に役場職員はどのような仕事をされて

いるのか、非常に不信感に思います。 

  それと、先ほども返事もらいましたけれども、待遇については改善すると。よろしくお願

いしたい。やはり最終的には地元の消防団に世話になるんやと思います。そういう点でこれ

は改善をお願いしたいと思います。 
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  それと、将来性について書いてありますが、第３次総合計画において実行が不十分な点を

究明されたのか。その結果はどうだということを問うてます。 

  笠置町として特産品の開発はどのようになってんのか。また、町として町長はそれに対し

てどのような指示をされたのか。 

  町おこし協力隊３年たちました。次もそれでまた指導願うのかどうか。そういう点は加味

して検討されたと思うんですが、こういう点を十二分に前回の回答じゃなしに、３か月過ぎ

ていますんで、その結果をどうやということを報告をお願いしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 企画政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。松本議員より第３次総合計画に係

る評価の関係について御質問があったと思っております。 

  総合計画を進めてまいります担当としまして、企画政策室より総合的なことについて回答

させていただきます。 

  第３次笠置町総合計画の実施達成につきましては、第４次計画策定時におきまして各所属

において検証をされております。 

  その結果としまして、第４次計画にございますまちづくりの課題といたしまして、主なも

のの掲載をしております。 

  結果とその対応についてですが、総合計画には施策ごとに概況と課題欄に、現状として不

十分な点などの結果がまとめられておりまして、取組の方針欄にはその対応を示しておりま

す。 

  具体的な対応については、総合計画に掲載しておりませんけれども、今後各課が計画する

事業の調整、連絡を図りながら、企画政策室として実施計画にまとめ上げ、策定につなげて

まいりたいと思っております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  今の返答、将来非常によくなるよう企画お願いしたいと思います。 

  続きまして、いこいの館総合計画、これについてお聞きしたいと思います。 

  私は、３月の議会、３月１１日質問しましたね。そのとき、町長は、時間的にいうと

１３時４５分ですよ、そのときの町長返答なんですが、何て言われましたか。ここにもあり

ますように、「６月の会議に予算補正計上いたします」と言われているんですよ。「ます」

と言われているんですよ。それが出ていないということはどういうことですか。 
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  コロナ禍でも「コンサルタント依頼して」と言われていますね。その時点である程度の試

案があったはずなんですよ。それが今何も出てこなくて、ほかの研修、岡山行くとかあちこ

ち行く、８万１，０００円補正で組まれていますよ。そこまで時間かかるんですか。そのと

きにはある程度試案があったはずなんですよ。 

  その点、私の質問に対して何て、「します」と答弁されているんですよ。なぜ今回これが

出てこなかったんですか。まして新聞報道にも出てますよ、再開計画予算案見送り。どうな

んです。町長にお聞きしたい。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） 失礼いたします。ただいまの松本議員の御質問でございます。 

  本年３月の定例会において、コンサルタントというか修繕費用の見積りについて６月補正

で計上させていただきますということを申し上げました。第４次の総合計画におきましても、

いこいの館については再開を目指すとしております。そのために、現在のいこいの館の修理、

修繕に関して、まず全ての箇所の修理の場所を洗い出して複数の再開案をコンサルタントに

依頼する予定でございました。 

  ただ、限りある財源を有効に活用するためには、まず何を施設の魅力にしていくのか、何

を売りにしていくのか、また、環境に優しい設備の導入等含めた検討を先に行って、具体的

にこういう形での再開をしたいというコンセプトを決め、そのコンセプトが出来上がったタ

イミングにおいてコンサルタントを入れて設計なり運営なりをアドバイスいただくという予

算を改めて計上させていただくこととさせていただきました。 

  今回の６月補正につきましては、現在、運営している施設を視察し、いろんな施設の特徴

や工夫されている点等々について施設側のほうから生の声を聞き、いこいの館の再開に向け

ての具体的なコンセプトづくりに反映させ、持続可能な施設として、また、魅力ある施設と

して再開するための第一歩として視察に関する予算の計上をさせていただいたところです。

以上です。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  今の答弁はどういうことですか。これが、町長、答弁として言われたわけなんですけれど

も、またコンサルタント、３月にも言われたでしょう、コンサルタント。前のコンサルタン

トはどうなったんですか。何を言うておられるんですか。本当にいこいを再開すると意思は

あるのか、議会用の答弁か、どっちなんです。 
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  そういう点、やはり言われたことは実行してもらう。やはりスピード感を持ってやっても

らうのが一つの方法じゃないですか。その点どうなんです。今説明されたことはもう３月で

聞いていますよ。それから何も進歩していないじゃないですか。その点どうなんです。そん

な美しいことばっかり言われても答弁になりませんよ。何でもっと進行を早めるというよう

な方法はないのか。 

  笠置町にとって一番大きな財産ですよ。トップ自ら旗振りをして前に進むという気はない

のか。その点どうなんですか。町長自体の仕事のやり方に私は疑問を感じますよ。あまりに

も遅過ぎますよ。言われることがちんぷんかんぷんですよ。どうですか。その点、町長にお

聞きしますよ。今の発言、前の発言、どうなんです。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの松本議員の御質問でございます。 

  計画がどんどん遅れてんのではないかと、町長、陣頭指揮執ってちゃんと進めてんのかと

いう御質問やというふうに思います。 

  いこいの館の再開というのは、町にとって町行政にとっても住民の皆さんとっても非常に

大切な事柄なんで、これはぜひとも再開を目指して着々と準備を進めていかねばならないと

ころではございますが、幾つかの施設がリニューアルされたり、開かれたり、または閉めて

しまはったところもございます。いろんな事例を研究した上で、どういう施設にお客さんが

集まってんのか、また、環境負荷、カーボンニュートラルの問題ですけれども、二酸化炭素

ＣＯ２の削減量を減らすためにどういうことをされているのかというふうなことを研究した

上で、具体的にこういう形にしたいというような具体的な提案をさせてもらうということで

お話を進めたほうがいいんじゃないかということもありまして、課内の中で十分協議した上

で、取りあえずじゃそうした先進地なり新しく開店しはった浴場なりを見学した上で、具体

的な施設の在り方というもんを提案させていただきたい。それに関して建設コンサルタント

なり経営コンサルタントなりの委託予算というのを計上したいというふうに考えております。 

  申し訳ございません。６月に現状のいこいの館の再建のためにどの程度の費用がかかるの

かという見積り取ろうとしましたけれども、例えば撤去するとか使わないというふうな施設

の修繕費の見積りとっても仕方ないだろうという意見が出てまいりましたんで、それは確か

にそうなんで、具体的にこういうふうな形で運営を再開したいということで、そのプランニ

ングからもう一度話をきちんと詰めていきたいというふうに考えております。以上でござい

ます。 
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議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  今の答弁なんですけれども、おかしいじゃないですか。３月にコンサルタントどうこうで

予算も出しますって言われているんですよ。何今さらどういう方法でやる、３月に予算を出

すと言われた根拠の実行策を報告してください。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの松本議員の御質問でございます。 

  誠に申し訳ございませんが、一応は３月議会でお話ししたとおり、見積りを取ろうという

ことで準備を進めておったんですが、その段階で修繕もせえへんような施設の見積りを取る

のはいかがなもんかと。どういうふうな魅力ある施設にしていったほうがええのか、その議

論を先にした上で具体的な施設の姿を提案させてもらうという形のほうがいいだろうという

ことで、庁内で議論した上で、今回修理、修繕に対する予算案というのを提案するのを見送

らせていただいたということでございますので、御理解いただけたらばと思います。以上で

す。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番。 

  何か、町長、そうやけれども、答弁それされているんですかね、言い訳みたいな感じにな

るんですよね。本当にそれをやる、３月はどうだったんかって私聞いているんですよ。ない

のに６月に予算を計上するって、ようぬくぬくと答弁されていますね。早く結果的に言うと、

議会無視なんですよ。どうなんです。 

  それに対して、いこいの館の対策委員会でも開催されたんですか。どうなんです。何もな

いやないですか。それは我々が選出している委員長も悪いかもしれませんよ。そうやけれど

も、こういう席で言われた答弁についてはもっと真摯に発言してもらいたい。 

  そして、再開どうこうじゃないですが、裁判の結果はどうなったんですか。報告してくだ

さい。 

  また、社協が入っていますね。あのときの賃借料幾らなんですか。いつまで入るような契

約書なんですか。そういう書類での交付はあったんですか。あったとしたならばいつ出され

たんか、重ねて報告お願いします。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） まず、裁判の経緯につきましてですけれども、裁判につきましては、令
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和２年の１０月１９日に訴状を京都地裁に提出したところでございます。 

  令和３年１２月２１日になって、被告側より反訴状が出され、現在は訴状に関する審理及

びその反訴状に関する審理を一体的に裁判所のほうで進められているところでございます。

現時点で１４回の審理が終わり、町側に求められている釈明書類につきましては、裁判所に

既に提出しておりまして、現状は反訴に関する相手方の準備書面が提出されるのを待ってい

る状況でございます。 

  審理がなかなか進まないということですが、裁判はそういうふうなもんやというふうに考

えておりますんで、なかなか進まないんですけれども、具体的な中身については、裁判のこ

とですんでここでちょっとお話することはまいりません。指定管理料と水道代金きちんと返

してくださいということで裁判は進めておるところでございます。 

  続きまして、社会福祉協議会が今入っているということで、そのことについて使用料、光

熱費等々はどうなっておるのか、それから貸出期限はいつなのかという御質問でございます。 

  社協の事務所については、条例上使用料を設定していない部屋ですので、光熱水費の相当

額として、現在、社協にこの程度の金額ですということで金額の提示をしております。昨年

度は仮庁舎として利用していたということやワクチン接種のために多数の住民の方々がお見

えになっていたため、通常での使用ではなかった月があったために、本年４月分の光熱水費

との比較を行って積算根拠としたために提示が遅れています。 

  貸付期限は令和４年４月１日からで、更新期間は１年となります。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  いこいの館について裁判長引くのは民事ですから分かっていますよ。しかし、町としてど

のような方法で持っていくのか、和解策はないのか、そういう点はどのように考えられてい

るのか。 

  また、貸出期日、家賃、そういう点について一応前回は光熱費として３，０００円から

５，０００円という金額を提示されていますね。違うんですか。その算出はどうなんです。

だから、今は６月ですよ。笠置町にそれが入っているんですか。入っているんだったらいつ

入っているんです。３，０００円から５，０００円、こういう金額まで答弁されている内容

について、一向に社協と協議された様子がない。されているんだったら社協との意見はどう

だったのか。いこいの館の管理者としてどうなんです。だから、町長は、要するにいこいの

館１３条の２、町でそれはどうなんですか。 
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  また、９条使用について、町長はどのような見識で今の状態で社協に関してそういう答弁

されたのか。具体的に言うてくださいよ。行政から３，０００円から５，０００円って具体

的に答弁されているんですよ。全然進行のスピードが遅いじゃないですか。その点答弁くだ

さい。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの松本議員の御質問でございます。 

  社協に対する光熱水費は一体どうなっとんのかという御質問でございます。 

  まず、電気料と水道料、管理費等々の毎月の月額、これは数字化というか数値を出しまし

て、社協の電力の使用料がどの程度、水道料金はどの程度ということで積算いたしました。 

  結果的に、４月分として６，８４５円になりますということで、社協のほうにはお話はし

てあります。ただ、社協さんのほうから、以前、役場の庁舎の中にあったときには払ってい

ないということで、協議させてくれというお話が出ております。 

  現在のところ、請求といいますか、金額がこの程度になりますというお話はしております

けれども、支払いはまだそこまでの話はできていない状況でございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  まだ入金になっていないという答弁ですが、なぜなんですか。どうなんです。その点何か

おかしいじゃないですか。 

  また、期日もなくして貸し出すと。それはそれでもいいでしょう。しかし、今ここの建物、

向こうの銘板に何て書いてあるんですか、町長御存じですか。そういう共同で建っているん

ですよ、ここは。しかし、それもう向こうにほっといて、ここに違う組合が入っているって、

おかしいじゃないですか。町長の考え方は本当にそれでいいのか、行政に対するトップとし

て私は非常に不信感を感じますよ。今までの答弁からしても町民が納得するような答弁です

か。その点、町長、どうですか、町長の信用、指導能力に関わってくると思うんですが。 

  入ってこない理由教えてください、社協から。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの松本議員の御質問でございます。 

  光熱水費がまだ入ってきていないということに関しましては、社協さんのほうから金額に

ついて相談させてくれということで、その後、まだお話がきていない状況なんで、まだお金

は入っていないということでございます。 
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  ４月分だけじゃなしに、引き続いて５月分、６月分の精算もしていくという必要がござい

ますんで、きちんとその辺のお話はさせていただこうと思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  今入ってこない、そんなんでいいんですかね。先ほど言いました町契約のあれですよ、

９条または１３条に、あそこの管理責任者としてそれで通るんですか。その点どうなんです。

だから、いつまでまでに取るとか、またそれに対して金額の契約書等は出されたんですか。

何か社協に対しての報告がおかしいんじゃないですか。前回は向こうから賃借の資料が出て

いると。にもかかわらず、笠置町では２か月ほってあったと。違うんですか。何かおかしい

ですよ。どうなんです。 

  だから、言われることがちんぷんかんぷんですよ。もっと責任ある答弁をしてもらいたい。

そうでないことには……。 

  聞いているんですか。 

町長（中 淳志君） はーい、聞いております。 

２番（松本俊清君） 人が質問しているときに何こそこそしているんですか。それで本当の笠

置町の未来を託す町長としての任務を果たせると思うんですか。 

  議長、こういうことで私が質問しているのに話しされる。議長からも一応どうですか、回

答求めてくださいよ。どうです。 

（「ばかにしているよ。議長」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 町長。 

  何か。 

（「前も町長のそういう発言でもめたわけですやんか。前もそれ言っているわけ

なんです。議長が注意してください」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） ちょっとこっちを見ていたからちょっと分からんかった。松本議員の話

を聞いて見ているから。 

（「分からんかったっては構わないですけれども、だから、議長に言っているん

ですよ。議長はそういう仕事じゃないですか」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） もちろんそうです、はい。 

（「だから、そこは注意してくださいという話をしているんですよ。ばかにして

いますよ、普通議員が今話ししていて、そういうのやめなさいという話をして
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いるときに、はーいって子供でも言わない。同レベルで議会やってんのって話

ですやん」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） ちょっと今の答弁というか、はーいというね、ちょっと今謝罪してくだ

さい。 

町長（中 淳志君） ただいまの松本議員の御質問中に少しちょっと事実確認をして、不穏当

な発言をしたことをおわび申し上げます。以上です。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） ２番、松本です。 

  もうこんな答弁していても一緒なんですよ。ちょっともう変えますよ。 

  私が議員にさせてもろうてから、ならしてもろうてここに座ってから、書類についての間

違い再三指示して極力訂正してもらっていますよ。しかし、一向に公文書の誤字脱字多い。

どういった職員の研修を行っているのか。 

  だから、それ専用にいろいろやられていますよ。庁外または署内の指導、それでも全然直

らない。どうなっているんですか。だから、一応今までやられたスケジュール、また、それ

に伴う議事録等があればお聞きしたい。 

  例えば、以前、チョウギシについて、文字が字の番号が違うって指摘したんですよ。それ

は直らないでも結構ですよ、指摘していますから。 

  しかし、４月１日に出された笠置町事務分担表というのありますね。出されていますね、

どこ出されたか知りませんが。このフォーマットはどうなっているんですか。これで果たし

てよそへ出せるんですか、これ。これでいいとお思いなんですか。フォーマットが全然違い

ますよ。笠置会館なんかも全然大きく書いてあるし、議会事務局も違いますよ。どういう指

示を出して、どういうフォーマットでこれをやられたんか。そういう点について、職員の指

導、研修どのようにされているのか、その成果はどのぐらいになるのかお聞きしたい。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。松本議員の御質問といいま

すか御指摘お答えさせていただきます。 

  公文書の誤字脱字につきましては、再三、松本議員、議員の皆様のほうからも御指摘いた

だきながら、今回の議会でもそうでしたが、訂正して差し替えと、大変御迷惑をおかけして

申し訳ございませんでした。 

  職員のほうには、公文書であることの重要性についてはよく認識して、誤りのないよう改
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めて職員に通知いたしております。 

  今御指摘いただきました事務分担表につきましては、こちらからフォーマットということ

を提示しておりませんでしたので、各課の業務の量、それから内容、振り分けに応じまして

作っていったものでございます。 

  今後は、同じような様式フォーマットを使いまして作成するように徹底させていただきた

いと思います。いろいろと御迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。 

議長（大倉 博君） 松本議員。 

２番（松本俊清君） 今の答弁で結構です。しかし、早く成果を出すようにおいおい職員の教

育をお願いしたいと思います。 

  これは公文書ですんで、外に出ると恥なんですよ。以前には文書課をつくれということも

提案していますよ。その都度何かこういう専門的な部署で、担当者を決めてやると。全然そ

れができてへんと。そういう点、大変だと思いますが、前向きに取り組んでもらいたいと思

います。 

  いろいろ聞きましたけれども、結局３月のやつと全然変化がないじゃないですか。もう少

し行政は行政なりに事の進行、また、答弁については責任ある答弁をやってもらいたい。特

に町長にそれはお願いしたいと思います。 

  では、これでもう何遍言うても同じですんで、もう終わります。 

議長（大倉 博君） これで松本俊清議員の一般質問を終わります。 

  次に、３番、由本好史議員の発言を許します。由本議員。 

３番（由本好史君） 議長のお許しをいただきまして、一般質問通告書に基づきまして、質問

をさせていただきます。 

  まず、新型コロナワクチン接種４回目についてでございます。 

  笠置町では、新型コロナワクチン３回目接種を６５歳以上の住民に２月１３日に、６５歳

未満の住民に対して３月６日に、いこいの館で集団接種が執り行われました。 

  そして、第４回目の接種を、３回目の接種から５か月が経過した６０歳以上の方と１８歳

以上の基礎疾患を有する方、その他重症化リスクが高いと医師が認められる方を対象に、

８月７日に集団接種をすると広報されております。 

  ６０歳以上の方には、全員に個別通知で接種の案内をされ、１８歳以上の基礎疾患を有す

る方、また、その他、重症化リスクが高いと医師が認める方は、７月８日までに笠置町新型

コロナワクチン接種コールセンターまで申し出てくださいとされ、ただし、身体障害者手帳
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や療養手帳等を持っておられ該当される方には個別通知をするということですが、この

１８歳以上の基礎疾患を有する方、その他、重症化リスクが高いと医師が認める方への対応

が自治体ごとで異なっております。急な方針転換で４回目の対象者拡大になった場合、全員

に券を送った自治体が得をするということになると言われております。 

  この１８歳以上の基礎疾患を有する方、その他、重症化リスクが高いと医師が認められる

方がコールセンターまで申出されない場合があると思います。そういった場合はどのように

対応されるのかお聞きをいたします。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  期限までに申込みがないということであれば、接種を希望されない場合かもしくは諸事情

で当日御都合が悪い方等が考えられます。 

  ８月７日に接種できなかった方の接種期間につきましては、今後、町医と接種日の調整を

行い、対象となられた方へ周知していく所存でございますし、今現在でもテレビや防災無線

等でお知らせさせていただいておりますので、期限までに申し込んでいただきますようにお

願いしたいというふうに考えております。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  打つべき人に確実に周知しなければなりません。対象者漏れがあってはいけないわけでご

ざいます。漏れ落ちのないように十分に注意をよろしくお願いしたいと思います。 

  それと、接種率をお尋ねしたいと思います。１回目、２回目、３回目。 

  それと、以前お聞きをしておりました５歳から１１歳、１２歳から１７歳の方はどのよう

になっているのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの由本議員の御質問でございます。 

  接種率につきましては、この４年５月末現在の人数での接種率でございますので、よろし

くお願いいたします。 

  まず、１２歳以上６４歳以下の方でございますけれども、１回目につきましては４７０人

の方が接種されて接種率が９０％、２回目も同様でございます。３回目につきましては、

４１１名の方が接種されて７９％となっております。 

  それから、６５才以上の方でございます。１回目、２回目につきましては、６０４人の方
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が接種されまして９７％でございます。それから、３回目につきましては５８６名の方が接

種されまして９４％となっております。 

  それから、全体ですけれども、１２歳以上の全体では１回目、２回目が１，０７４名で

９４％、それから３回目が９９７名で８７％ということになっております。 

  それから、５歳から１１歳の方でございますけれども、いろいろ案内等をさせていただい

た結果、今対象者のほうは２６名おられるんですけれども、１回目、２回目を終わられた方

が４名ございます。 

  それから、１２歳から１７歳までの方でございますけれども、１回目、２回目を済んだ方

が１５名で接種率が７５％、それから３回目につきましては７名ということで３５％となっ

ております。以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  接種率が１回目より２回目、２回目より３回目と下がってきております。４回目の接種率

は３回目より下がるものと思います。使用されるワクチンはファイザー製ということですが、

３回目の接種で強い副反応が出て４回目の接種をしたくないというふうに思っておられる方

がおられます。 

  京都府では、８日から副反応が少ないノババックス製のワクチンの接種が始まったという

ことが報道されております。 

  笠置町では、このノババックス製のワクチン接種ができないのか、ノババックス製のワク

チン接種を望む場合はどのようにしたらいいのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  ノババックス製のワクチンにつきましては、特例臨時接種として１・２回目接種及び３回

目接種を行う場合に使用するワクチンとして位置づけられておりますので、今回の４回目接

種においては接種することはできません。 

  また、３回目接種までの方でノババックス製を希望される方がおられましたら、また、京

都府会場のほうで受けていただけたらというふうに考えております。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  今は誰もが感染してもおかしくない状況だと思います。感染した場合の後遺症が危惧をさ
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れております。また、原因や治療法が分かっていないことが大きな問題となっております。

後遺症に関する正しい情報提供や患者を支える手厚い体制をよろしくお願いしたいと思いま

す。 

  また、感染者が増加しております。感染された方はワクチン接種をされた方なのか、どう

いったところで感染されているのかということや副反応等についても最新の情報提供をお願

いしたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次の質問に移ります。 

  交流施設等管理事業についてでございます。 

  当初予算で交流施設等管理事業で工事請負費が５００万円計上されております。予算説明

では、老朽施設を撤去するとの説明だけで詳しい説明がなかったと思いますが、その後、旧

植村邸を撤去する費用だと聞いて驚いております。詳しい説明をお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。由本議員の御質問にお答えさせていただきま

す。 

  当初予算の説明の中で具体的な説明が漏れておりました。誠に申し訳ございません。 

  植村邸につきましては、御承知のとおり寄贈していただきました建物でございまして、以

降、活用ができないまま現在に至っているという状況でございます。 

  建物につきましては３棟ございます。そのうちの母屋と倉庫につきましては、屋根が抜け

落ちておりましたり、天井が落ちていたりと、傷みが激しい状態となっております。倒壊の

危険も考えられますことから、この２棟につきましての撤去費用を当初予算に計上させてい

ただいたところでございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  これ寄附を受けたときからこういった屋根が抜けておったり、天井がめくれていたりした

ような状況の中で寄附を受けられたのか。 

  それと、これ２棟、３棟あるうちの母屋と倉庫を撤去して、あともう一つの棟はどうされ

るのか、そのあたりお聞きしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。由本議員の御質問にお答えさせていただきま

す。 
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  まず、寄附を受けたときの状況でございますが、もともと里山体験施設に利用できないか

というところで寄附を受けたかと思います。当時の状況については、現在のような屋根が抜

け落ちていたりとか、天井が落ちていたりとかという状況まではなかったと思います。ある

程度中の改修は少しする予定で当初寄附を受けたと記憶しております。 

  地方創生の拠点整備交付金、それは活用する予定やったと思うんですけれども、その後、

土砂災害特別警戒区域等の事情によりまして、活用がちょっと難しいというような状況にな

ってきた中で、活用方法を検討していく流れで現在に至ってしまっているというところでご

ざいます。２８年に寄贈をしていただきましてから５年程度たっておりますので、その間に

屋根が抜け落ちたりというような状況になってきたところでございます。 

  あと一つの残っておる離れの建物でございますが、この建物につきましては、比較的新し

い建物でございまして、先日も確認させていただいたんですけれども、建物の躯体等の老朽

化というのは見受けられませんでした。この施設につきましては、残していった中で、活用

方法については現在のところちょっとまだ決まっていない状況なんですけれども、今後、土

砂災害警戒区域ということを踏まえた中で、活用方法についても検討していきたいと考えて

おります。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  なかなか屋根というのはそんな簡単に抜けないと思うんですけれども、そのあたりでちょ

っとよく理解ができないところです。ですから、これは重要なことだと思います。予算説明

でもっと詳しい説明をしていただくべきだったと思います。 

  町民の方から家屋を寄附をしていただいて利活用もしないで取り壊すという前例をつくっ

てしまったわけです。寄附をしていただいて取得経費は幾らぐらいかかったのか、これから

取り壊す費用、既に取り壊されているのか、また、取壊しをしたとしたら幾らかかるのか、

取壊しがまだなら幾らかかるのか、その点をお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。由本議員の御質問にお答えさせていただきま

す。 

  取得にかかった経費でございますが、登記等の費用につきましては、地方自治体が行う登

記につきましては課税されないということになっておりましたので、この部分については費

用はかかっておりませんが、その後の施設の維持管理に係ります費用といたしまして、これ
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までに２０万１，９８０円の支出をしております。これにつきましては、電気代また除草等

に係る費用でございます。 

  取り壊す経費でございますけれども、今後、今はまだ詳細な設計はできていない状態です

けれども、予算計上当初につきましては、床面積から概算で費用を出させていただいた中で

予算計上させていただいております。 

  今後、今年度中に取り壊す工事を発注していく流れになりますけれども、その中で詳細に

設計して事業を実施していきたいと考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  そうしたら、登記については町のほうでやられたいうことなんですかね。司法書士とかそ

ういったところは全く通さないでということなんですかね。 

  そうしたら、今後取壊しについては、ちゃんと設計を組まれて入札をした上でということ

でよろしいんですかね、はい。 

  また、貴重な公費をこのようなことで費やされるということは、町民の方々に納得のいく

説明が必要だと思います。こういった前例をつくってしまったわけですので、町民の方々が

不要になった家屋をもし寄附するといってこられたらどのように対応されるのかお聞きをし

たいと思います。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。由本議員の御質問にお答えさせていただきま

す。 

  今回の件ですけれども、この件を教訓といたしまして、もしそういった話があった場合に

つきましては、まず本当にその施設が今後活用していけるのか、町にとって必要なのか、そ

ういったことをしっかり、担当課だけではなくて課長会等におきましても情報共有しながら、

慎重に対応を検討していきたいと思っております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  なかなか住民の方はそれでは納得をいかれないと思うんですね。こういった施設を寄附を

されて全く利活用もされないで、また、裏が土砂対策警戒区域であるにもかかわらず、それ

で寄附を受けられた。それで取壊しの費用、今予算では５００万ですけれども、そのほか維

持管理にも２０万の公費を使われているという中で、そのあたりちゃんと町民の方に説明と
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これからの対応をよろしくお願いしたいと思います。 

  それでは次の……。 

議長（大倉 博君） それでは、暫時休憩いたします。１３時から開催いたします。 

休  憩   午前１１時５５分 

再  開   午後 １時００分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  由本議員の一般質問を続けます。由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  それでは、次に、防災マップ等についてお伺いしたいと思います。 

  今年も梅雨入りし、最速最短で梅雨が明けたということですが、日本列島は毎年のように

豪雨による被害が発生しております。この豪雨は線状降水帯によるものとされ、今月から気

象庁は半日前から線状降水帯予報をされておりますが、４回に１回しか精度がなく、３回に

２回が発生を予測できなかったとされております。あまりにも心もとないわけですが、大雨

などの災害時に町が発令する避難勧告が避難指示に一本化され１年余りとなっております。 

  笠置町では、防災マップを作成され各戸配布されましたが、町民の方に内容を理解してい

ただくことが必要だと思います。 

  そこで、防災マップの内容を周知する必要があると考えますが、お考えをお聞かせくださ

い。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。由本議員の御質問お答えさ

せていただきます。 

  防災マップにつきましては、令和３年度に各御家庭に配布させていただきました。活用で

すけれども、昨年度実施いたしました各地区の区長はじめ役員さんの方々との地区タイムラ

インでの説明会などで使っていますが、全御家庭の皆さんに見ていただいたかと言われると、

ちょっと自信のないところでございます。 

  防災無線等でお配りしたこと、それから避難のときにはというお話はさせていただいてお

りますけれども、これからの出水期を控え説明、説明といいますか再度御確認いただくとい

うような広報を、防災無線なり笠置テレビのほうでさせていただけたらと思っております。

以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 
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３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  幾らいいものを作っていただいても、町民の方々に内容が理解されていないということは

本当にもったいないことでありますので、これからの出水期控えまして笠置テレビ等で周知

のほうよろしくお願いしたいと思います。 

  また、河川の氾濫時の最大想定浸水深の表示につきましては、産業振興会館の２階部分に

表示があるだけだと思います。このような表示を各地区に設置する必要があると思いますが、

お考えをお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。由本議員の質問お答えさせ

ていただきます。 

  浸水深の表示につきましては、各所表示されている自治体もございまして、近隣では国土

交通省の淀川河川事務所のほうが実施されますまるごとまちごとハザードマップという事業

によりまして、木津川市内のほうで水害浸水リスクの見える化といたしまして、電柱へ浸水

表示を実施されたところです。 

  こういう事業があるということですので、笠置町といたしましても、うちのほうでは笠置

大橋の下流域が淀川河川事務所、また、上流域が木津川上流河川事務所の管理となっており

ますので、こういう両事務所のほうに御相談し、取付けが進められればと、取り組めればい

いなと思っております。 

  住民の方々への危機意識の醸成にもつながると感じておりますので、御相談のほうをさせ

ていただきたいと思っている次第です。以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  今参事のほうからも話がありましたように、木津川市では国土交通省近畿地方整備局と最

大想定浸水深の表示を市内の電柱や歩道橋など４０か所に設置をされたということで、報道

されておりました。 

  また、昨年は６月に木津川市独自で電柱に１０か所設置をし、浸水リスクを町なかに表示

をして自然に目に入るようにすることで、危機感を持ってもらえるということです。 

  笠置町は、産業振興会館の２階部分に表示されているだけですので、住民の方に危機感を

持っていただくためにも、各地区の電柱等に表示を考えていただきたいと思いますので、よ

ろしくお願いをいたします。 
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  次に、地方創生臨時交付金についてお尋ねしたいと思います。 

  これまで地方創生臨時交付金はどのように使われてきたのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金の取りまとめを担当しております企画

政策室からまずはお答えをさせていただきます。 

  個々の施策の具体につきましては、必要に応じまして所管課より説明をさせていただきま

す。 

  本交付金の令和２年度の実績といたしまして主なものは、備蓄マスクの購入や避難所にお

けるパーティションや防災用発電機などの購入に１，０９５万５，３０８円、笠置小学校に

おけるタブレット等の購入、こちらは相楽東部広域連合が事業主体でございますけれども、

１，４８４万５，４５４円、子育て世帯への臨時特別給付金に５１万円などが挙げられます。 

  令和３年度の実績として主なものにつきましては、循環バスや公共施設などの抗菌抗ウイ

ルスコーティング及び除菌対策、役場庁舎などへのセミセルフレジの導入、相楽東部広域連

合が事業主体となりますけれども、ＣＯ２センサーや飛沫防止パーティションの購入を行っ

た小・中学校感染対策事業、災害時用のトイレやおむつなどの購入などが挙げられます。以

上でございます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  政府は、新型コロナウイルス対策の名目で地方創生臨時交付金を自治体に配っておられま

すが、その使途について疑問視をされております。 

  政府は、令和４年４月２６日に原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議で取りまとめ

をされまして、コロナ禍における原油価格・物価高騰等総合緊急対策においてコロナ禍にお

いて原油価格や電気・ガス料金を含め物価の高騰の影響を受けた生活者や事業者の負担の軽

減をするとされたことを踏まえ、コロナ禍における原油価格・物価価格対応分として、令和

４年４月に創設されました。 

  町民の方や事業者は、原油価格・物価価格等で生活は大変な状況にあると思います。また、

住民の方は年金が０．４％減額というような状況に陥っております。 

  そこで、地方創生臨時交付金を充当して、水道の基本料を減免するということを考えてい

ただけないでしょうか、お考えをお聞かせください。 
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議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの由本議員の御質問にお答えいたします。 

  先ほどの向出議員の御質問と重複するかも分かりませんけれども、原油価格や物価の高騰

等、じわじわと住民の皆さんの生活に影響が広がっているということは実感しております。 

  当町の水道使用料におきましては、近隣と比べるとそもそも基本料金が低額に設定されて

おりますこと、また、消費税率の改定を除くと平成２４年から料金改定を行わず、現状の使

用料金を維持してきた経過がございます。 

  現在、ほとんどの市町村で赤字が見受けられ、料金改定を実施または計画されている市町

村が多数あるというふうに聞き及んでおります。 

  当町といたしましても、水道事業の財政事業が大変厳しい状況にあり、できる限り水道事

業の経営戦略に沿って料金改定を進めていかなければならないというふうに考えております。

地方創生交付金の活用につきましては、水道使用料の基本料の減免も活用方法の一つの案と

して検討してまいりたいと考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  久御山町とかまたほかの自治体では、政府のコロナ禍における原油価格・物価高騰等総合

緊急対策を受け、水道基本料金を減免し、その財源として主に地方創生臨時交付金を充てる

と報道されております。 

  物価高騰等、町民の生活は大変な状況にありますので、地方創生臨時交付金を町民のため

にどのように使ったらいいのかということを考えていただきたい。ぜひ水道基本料の減免を

検討していただきたいと思います。 

  もし、水道基本料の減免をされないとしたら、コロナ禍における原油価格・物価高騰対策

分をどのように活用されるのかお聞きしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの由本議員の御質問でございます。 

  現在、笠置町で把握している減免の実施市町村ということで、現在、聞いておりますのは、

和束町、向日市、久御山町、検討を始めたところが京田辺市、城陽、八幡、宇治田原、減免

しないということで決めておられるのが精華町、木津川市、南山城村、伊根町となっており

ます。 

  生活が非常に厳しくなっているという由本議員の御指摘でございますが、どういう形で住
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民の皆さんの生活に直接関わる形での交付金の活用というのは、まだ検討しているところで

ございます。何かいい方法があったらいいんですが、それもまた庁内で十分議論した上で、

有効な活用というものを考えていきたいと思っております。 

  今どういうふうに具体的にこういうことするということはお話できませんけれども、幾つ

かの話をさせていただいておりますが、どのような形になるのか、まだお話できる段階では

ないので、その点については御了承いただきたいと思います。以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  この交付金は、コロナ禍における原油価格や物価の高騰等分を、この４月から創設された

というものでございますので、速やかに住民のためになるような活用方法を検討していただ

きたいと思いますので、よろしくお願いをいたします。 

  次に、笠置町火葬場条例・笠置町墓地の設置及び管理に関する条例についてお伺いしたい

と思います。 

  笠置町火葬場条例につきましては、令和３年第１回定例会において、前田参事は、「西部

霊園とともに火葬場を設置し、平成２１年３月以来火葬の実績がないと。墓地の条例と併せ

て精査して、きっちりした形で条例の改正が必要で今後検討したい」と発言されておりまし

た。 

  また、石原課長は、「現在、墓地の設置及び管理に関する条例には、西部霊園、堂ヶ峰

２２番地の記載がない。現状にそぐわないものとなっていることから、この条例を廃止し、

新たな条例案を現在作成中で、火葬場条例についても町が設置したもので、管理等を西部区

に委託しているものではなく、こちらも現状にそぐわないものとなっていることから、両条

例併せて精査し提案できるよう努めるんだ」と、昨年９月議会で答弁されておりましたが、

いまだに提案されておりません。どのようになっているのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） ただいまの由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  火葬場条例・笠置町墓地の設置及び管理に関する条例につきましては、両条例ともに「管

理を委託」という文言を使用しており、この内容が現状とそぐわない状態となっております。 

  町内に存在する墓地につきましては、平成１３年３月に京都府のほうから権限委譲に伴う

墓地台帳等の引継ぎ関係書類の中で、墓地の許可年月日が明治２２年３月と記載されており、

条例制定の昭和４５年には既に存在していたことが確認できておりますので、「設置する」
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という文言も現状とそぐわないものとなっております。 

  西部霊園につきましては、墓地としての記載がされておらず、記載が必要ではありますが、

早急にこの点は対応いたします。墓地の設置及び管理に関する条例を見直しし、現状に合う

ような墓地の適正な管理を定めた内容にするべく精査しております。早い段階で議会に提案

できるように努めます。 

  また、火葬場条例につきましては、設置当時の状況も含め整理等に時間を要するため、具

体的な記述をお示しすることは今の段階ではできませんが、関係団体と協議しながら整理を

してまいります。 

  まずは、墓地の設置及び管理に関する条例のほうから精査を引き続き進めてまいりたいと

思います。よろしくお願いします。以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  笠置町の火葬も西部霊園も町が設置をされ、維持修繕等も町のほうで修繕をされておりま

す。墓地のトイレ改修につきましては、令和３年度で予算が計上されまして、令和４年度に

繰越しをされておりますが、改修はどのようになっているのか、また、光熱水費はどのよう

になっているのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） ただいまの御質問にお答えさせていただきます。 

  維持修繕等のトイレの改修等、令和３年度で計上させていただいていて、令和４年度に繰

越しという形を取らさせていただいております。 

  現在、修繕をすべく工事の起工伺い等の準備を行っております。今年度中には完成はいた

しますが、期日というのははっきり申し上げることは、今この段階ではまだできない状態で

す。 

  あと、光熱水費等の御質問がございました。 

  光熱水費等は、町が設置したものであり、施設を維持していく上での日常的な清掃や光熱

費等の支払いについては、霊園等を利用されている方々で行っていただいており、町からの

支出はございません。以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  火葬場の火葬のところの光熱水費なんですが、これは平成２１年３月以来火葬の実績がな
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いということで、全く利用がないわけですね。それなのに火葬場の電気代を長山寺の檀家さ

んが支払われているということでございます。 

  町の施設であるにもかかわらず、そういったことで火葬の実績もないのに、長山寺の檀家

さんが支払われているということはおかしいと思いますが、どのように考えておられるのか

お聞かせください。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 御質問にお答えさせていただきます。 

  火葬場の電気代等につきましては、檀家の役員さんから電気代の基本料金等を止めようか

と思うという相談は受けております。町は設置をさせていただいたものですが、日常の維持

管理につきましては、檀家さんが行っていただいているものであり、基本料金等を止めてい

ただくのも檀家さんの判断でやっていただいて大丈夫なものと考えております。以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） かなりおかしいと思うんですけれども、笠置町の火葬場でありながら、

基本の電気代すら檀家さんに負担させるということは、どういう考えなのかというのは私も

理解できないんですけれども、笠置町の火葬場というのは、死亡者が死亡の当時本町の住民

であったときに使用できるということで条例に規定をされております。 

  また、墓埋法では、火葬の求めを受けたときは、正当な理由がなければこれを拒んではな

らないというような規定をされております。 

  笠置町は、この火葬場をどのように考えておられるのか、また、使用ができる状態にしな

ければならないと思うんですが、そのあたりのお考えをお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 御質問にお答えさせていただきます。 

  火葬場ですが、現在の場所に移転されたとき、許可を得るには町の設置でなければ許可が

下りにくいという状況でありました。それに基づき、町が申請を行ったものですが、もとも

とは檀家さんで持たれていた火葬場であります。ですので、運営費等は町からは支出はして

おりません。 

  今後、使用されるときに、使用に耐え得ると判断できない場合は、壊れている旨をおっし

ゃっていただいた上で、修理が必要であれば修理をするという方向で考えております。以上

です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 
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３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  条例を見ていただいても、町民の方が使用できるとなっているわけですね。だから、そも

そもこの火葬場をどうするかというのが、町で考えるべきだと思うんですが、そのあたりど

ういう考えなのか再度お聞かせ願いたいと思います。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 御質問にお答えさせていただきます。 

  火葬場の条例につきましては、内容そのものが現状とそぐわないものとなっていると、先

ほども申し上げさせていただきました。火葬場の今後の方向性も含めて、火葬場をどうする

かというのは関係団体さんと協議をさせてもらった上で、その方向を町が意向を酌んでとい

う方向で考えておりますので、町の一存で決めるものではないというふうに思っております。

以上です。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  何かおかしな答弁だと思うんですよね。だから、条例から見てもここの地区の方だけが使

えるというような内容になっていないわけですよ。ですから、本町の住民であれば使用でき

ると、墓埋法においても火葬の求めがあった場合は、正当な理由がなく拒んではいけないと

いうようなことになっているわけですよ。 

  ですから、そもそもこの火葬場をどうするかというのは、最終町のほうが、長山寺の檀家

さんと話をされるのはいいんですけれども、町のほうでどうするかということを考えていか

なければならないと思うんですが、どう思われますか。 

議長（大倉 博君） 税住民課長。 

税住民課長（石原千明君） 御質問にお答えさせていただきます。 

  町の判断で方向性を決めてはどうかという御意見、御質問だったと思います。 

  こちらの火葬場につきましては、先ほども御説明させていただきましたように、檀家さん

で持っておられた火葬場を補助金を使って移転したものでございます。許可をするのは町で

なければ難しいということもあり、町で許可の申請をしたものではありますが、その当時、

所有権も含めて町に移転するかどうかということを話し合われたと聞いております。檀家さ

んの中で、一つの組でも反対があれば町に所有権の移転も含めてしないという話があったよ

うで、一つの組が所有権の移転には反対ということを示されたために、所有権は町のもので

はないということで聞いております。以上です。 
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議長（大倉 博君） 由本議員。 

３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  これ所有権は完全に町だと思うんですよ。条例からいっても、住民がもう使えるというこ

とになっていますのでね。町で私独断でこれをどうこうせよとは言っていないはずなんです

よ。ですから、檀家さんとも話合いをされて、これ経費を今まで檀家さんが払われた、これ

は町の施設でありながら、何も使わないで電気代まで払っておられるということについてど

う考えておられるんですか、この火葬場これからどうするんですかということをお聞きして

いるんですよ。全くこちらの言っている、問うてるに対しての答弁はないので、もうこれ以

上しても無理かなと思いますので、もう次に移らせていただきます。 

  子供の弱視の早期発見に向けた取組についてお伺いしたいと思います。 

  当初予算で新生児聴覚検査費助成事業が計上されておりますが、子供の弱視の早期発見に

向けた屈折検査や検査精度が高いランドルト環により、客観的に弱視のリスクを判断できる

体制を整える必要があると言われております。弱視の早期発見に向けた取組の状況をお聞か

せください。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの由本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  笠置町では３歳児健診において視力検査を実施しております。３歳児健診では、弱視のほ

か、斜視や遠視等のスクリーニングを行っております。事前に自宅で視力検査の練習をして

いただいた上で、健診会場で問診票の確認、視力検査を行います。 

  ランドルト環の視標が見えなかった児については、問診票また内科診察の所見、発達検査

等で総合的に判断、また、必要時には経過観察や再検査を実施し、精密検査を要すると判断

した場合は、医療機関の受診を勧めているところでございます。 

  今般、３歳児健診で早期発見を狙う弱視の中でも第一の原因と言われます不同視弱視、片

目だけが弱視は、もう片方の目はよく日常生活に不自由がないことから、行動に現れにくく、

子供の観察のみの発見が難しいため、問診や視力検査では弱視が見落とされることがあるた

め、京都府眼科医師会より屈折検査機器導入に関する要望がありました。スクリーニングと

して屈折検査機器を用いることで弱視の主な原因である遠視、乱視の程度を確認でき、子供

の応答に頼らず客観的に弱視のリスクを推測できると考え、今年度、３歳児健診において屈

折検査機器の導入を予定しております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 由本議員。 
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３番（由本好史君） ３番、由本です。 

  日本眼科医会によると、目の機能は３歳頃までに急速に発達し、６歳から８歳で完成する

とされており、京都市では７月１日から専用の検査機器を使って屈折検査を３歳児健康診査

で始め、併せてランドルト環に変更するなど、検査精度を高め客観的に弱視のリスクを判断

できる体制を整えるとのことですので、聴覚検査と併せて弱視検査についても取り組んでい

ただきますようお願い申し上げまして、私の一般質問を終わります。 

議長（大倉 博君） これで由本好史議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩といたします。 

休  憩   午後１時３３分 

再  開   午後１時４５分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ５番、坂本英人議員の発言を許します。坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  通告書に基づき質問させていただきます。 

  まず初めに、第４次総合計画についてお聞きします。 

  総合計画は、町の最上位計画であります。まちづくりや行政運営を総合的かつ計画的に推

進するための指針であり、町の将来像を実現するために必要な施策の方向性を示すものであ

ります。 

  この計画は、令和４年度から令和１４年度の１０年間を期間といたします。 

  この計画の構成は、基本構想・基本計画であり、計画実現には、実施計画を作成すること

が基本的な事項である。 

  この計画は、住民がこの町で安心・安全に暮らしていくためには行政は何をしなければな

らないのかを示したものであると思います。 

  住民アンケートや地区懇談会等での意見を踏まえて具体的な取組を明記することが重要で

あると考えます。 

  このため、健全な財政運営を行うために、４月に組織の改編が行われ、総合計画を着実に

推進するなど、地域の連携を広域的に進めるために企画政策を新設されたのだと思います。 

  そこで、政策室長に質問です。 

  第３次計画の検証結果はどのように行われたのか。それを４次計画にどのように結びつけ

ようと考えているのかお聞きします。 
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議長（大倉 博君） 政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。 

  第３次笠置町総合計画の検証につきましては、各所属において検証され、第４次計画につ

ながっているものです。 

  第３次計画は、３つの政策の柱があったわけですけれども、例えばその一つは、「新たな

定住をめざす環境共生のまちづくり」としておりました。この中には、交通体系の整備や情

報・通信ネットワークの整備、水の供給システムの整備などが位置づけられていたものです

けれども、それぞれの所管課におきましてそれまでの取組を振り返り、課題についても把握

したところでございます。また、そのことにつきましては、第４次計画にございますまちづ

くりの課題といたしまして主なものの掲載をしております。 

  それから、３次計画と４次計画の結びつきの件でございますけれども、第４次総合計画に

つきましては、これまでの総合計画と切り離したものではありません。以前の計画期間にお

ける課題をそのままにしておくのではなく、引き続いて課題解決のために取り組んでいくも

のとしております。 

  第４次総合計画では、施策の説明を掲載しておりますけれども、概況と課題として今まで

の取組や達成できていない問題などを掲載しております。そして、それらの問題を解消する

ために、取組の方針として掲載をしております。 

  総合計画に記載されている具体を申し上げますと、住民の健康づくりが施策１として掲げ

られております。そこには、概況と課題欄に特定健診や健康診査、各種がん検診を実施して

いますが、受診率が低いとして課題分析をしております。取組の方針欄に、自らの健康に関

心を持ってもらうためのきっかけづくりやターゲットを絞った効果的な受診勧奨に努めます

と記載しております。 

  具体的な事業内容についてはここに示されていないものですけれども、課題を把握し、そ

れらを解決するための施策を講じることをここに明記しております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 

  基本計画で掲げた政策の具体策として実施計画を早期に作成することが必要であると考え

ますが、進捗状況はどのようになっているのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。 
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  実施計画の進捗状況ということで御質問をいただきました。 

  第４次笠置町総合計画におきまして、施策の体系として３０施策を掲げております。総合

計画は、基本構想と基本計画を掲載しているものですが、この計画を進めていく上で必要と

なるものが実施計画でございます。 

  実施計画につきましては、現在のところ策定中でございまして、まずは当初予算に計上し

た各種事業が３０施策のどの分野に分類しているのか関連しているものかについて各課に照

会をし、一定の仕分が済んでいるところでございます。 

  さて、実施計画策定におきましては、住民さんの意見やアイデアなどを取り入れながら新

たな施策や今ある事業を膨らませることなどを考えていこうと、そのように思っております。 

  そのために、笠置町版アドバイザリーボードというものを設置いたしまして、町内外の

方々から意見を聴取することといたしました。このメンバーの方々とのヒアリングを現在進

めておりまして、ヒアリングを通じていただいた意見やアイデアを企画政策室だけではなく、

各課より１名の兼務職員で構成する企画政策チームとも情報共有しながら、実施計画に掲げ

る事業形状につなげていこうとしております。 

  なお、実施計画策定の時期でございますけれども、令和５年度当初予算より反映させない

といけないと思っておりますので、本年１１月上旬までには企画政策室として各課が計画す

る実施計画をまとめ上げ、策定につなげたいと考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 

  毎年度予算とセットでなければならないと思うんですけれども、担当課との意見調整はど

のように行われているのかということをお聞きします。 

議長（大倉 博君） 政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。 

  担当課との意見調整の件で御質問をいただきました。 

  当初予算や補正予算を計上するに当たりましては、財政担当である総務財政課の予算ヒア

リングが実施されております。そのヒアリングにおきまして、企画政策室職員としても同席

をさせていただいております。その際に、意見調整についてはできるものと考えております。 

  また、予算ヒアリング以外での調整が必要な場合は、その都度対応しようと考えておりま

す。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 
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５番（坂本英人君） 坂本です。 

  先ほどもありましたアドバイザリーボードの役割とメンバー構成、配置についてはどのよ

うになっているのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼をいたします。 

  アドバイザリーボードの件につきまして質問をいただきました。 

  笠置町版アドバイザリーボードとしましては、我々はその名称を「縁想会」と命名してお

ります。当て字にはなるのですけれども、これは御縁がありますようにの「縁」という字と、

想うという文字、思想の「想」という字、それに会議の「会」、これを組み合わせまして

「縁想会」というふうに書きます。この名称には、笠置町に御縁があり、笠置町を想う会と

してチームの思いが詰まったものでございます。 

  そもそもアドバイザリーボードといいますのは、直訳しますと諮問委員会というものにな

るわけですけれども、笠置町版アドバイザリーボードとしましては、住民の方から意見やア

イデアをいただき、町の施策につなげていく仕組みを指しております。 

  さて、そのメンバーですけれども、３０代から５０代の方々を中心に、町内外を問わず子

育て支援、高齢者支援などの様々な活動をされている方や有識者、事業者等により構成をし

ております。メンバーの方々のヒアリングを通じて頂戴する意見やアイデアを町の事業に取

り入れ、対話による町政の実現を目指しております。 

  なお、メンバーの配置というものについては、現時点では取り決めているものではござい

ません。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） それでは、今後の室の役割と意気込みのほうをお聞きしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 政策室長。 

総務財政課企画政策室長（草水英行君） 失礼いたします。 

  今後の室の役割、意気込みということで御質問をいただいております。 

  我々企画政策室には、私も含めまして３名いるわけです。そこから各課から企画政策室の

兼務職員が７名おります。この１０名で企画政策チームを構成しておるわけでございますけ

れども、主な役割としましては、まずは第４次笠置町総合計画の実施計画策定に係る各課へ

のサポートをしようと思っております。 

  実施計画につきましても、策定した後にその進捗を含め事業実施の管理までを担っており
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ます。毎年度の計画の更新も視野に入れながら、総合計画に定める町の目指す姿に近づけよ

うと努力してまいります。 

  意気込みということですけれども、企画政策チーム１０名情報を共有しながら共に前に進

み続けようと思っております。私自身の力は微力ではございますけれども、企画政策室長と

して、よりよいまちづくりのために、例え一歩でも本当に１ミリでも近づけたいと思ってお

りますので、皆様方の御協力そして御指導のほど、よろしくお願いいたします。以上でござ

います。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  各質問させていただきましたが、この室の役割に住民、議会共に大きな期待を持っている

と僕自身考えております。これまでの行政運営をさらに加速させられるように、４次総合計

画の充実を期待したいと思っております。頑張ってください。 

  次の質問に移らせていただきます。 

  地域交通についてお聞きしたいと思います。 

  ６月１８日に、相楽東部地域公共交通シンポジウムが開催されました。このときのパネル

ディスカッションでは、町長が公共交通は地方自治の根幹であると声を大きく発言されてお

りました。 

  そこで質問です。 

  我が町における公共交通の根幹とはどのようにお考えなのでしょうか具体的にお聞かせく

ださい。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  我が町における公共交通の根幹というのはどのように考えているかということを具体的に

聞かせてくださいということです。 

  笠置町における公共交通の根幹は、やはりＪＲの関西線であると考えています。鉄道は通

勤・通学で利用されている方々にとってなくてはならないものですし、町が実施している循

環バスについても鉄道のダイヤに合わせて運行を調整しているところです。 

  また、相楽東部広域バスについては、ＪＲの月ヶ瀬駅から加茂駅までの区間になりますけ

れども、１時間に１本の鉄道運行の補完をする形で、現在、運行されているところでして、

これも鉄道を中心に施策を講じているものです。 
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  自動車免許を持たない高齢の方、また、これから免許証の返納をされる高齢者の方々や学

生たちなどが通学や通院、買物といった移動できる手段を確保することは、まちづくりとし

て基本的な大切なことの一つだと考えております。 

  公共交通施策については、第４次総合計画にも取組を掲載しておるところでして、ＪＲ関

西本線の沿線地域公共交通計画に基づき、近隣町村と連携を図りながら公共交通の利便性を

高めていきたいと考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  ＪＲが根幹になるという実働的な根幹ということを考えているというところは分かりまし

た。 

  僕がちょっと聞きたかったのは、パネルディスカッションのときに、町長が公共交通は地

方自治の根幹であるという考え方を示されていると。この中身を僕ぜひちょっと教えていた

だきたいなと。僕も政治に乏しいものでして、政策でこういうことを思っていると大いに関

心がありまして、これがうちの町にとってどういう根幹があるのか、町長の中の考え方をお

聞きしたいなと思い質問させていただいたんですけれども、何分僕の文書が下手くそであり

まして、思いが伝わり切れていなかったのかなと思います。お聞かせください。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  地方自治の根幹であるというのは、まず、住民が持続的にきちんとその地域で暮らしてい

けること、安心・安全に暮らしていけることというのが、やっぱりコアになる核になるとい

うことだというふうに考えます。 

  通勤・通学の足の確保それから買物、通院等の足の確保ということで考えれば、鉄道、公

共交通の役割というのは非常に大切です。 

  また、関係人口を増やしていく、観光客を増やしてくということにとっても、非常に大切

な政策の一つであるという意味でこういう発言をさせていただきました。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  僕の思っていたこととちょっと違ったので、次の質問が難しいなと思って、その当日、シ

ンポジウムで配布された資料等がございまして、やっぱり和束町はこれから犬打峠がトンネ

ルが通ると、村も一定村タクというものが評価を受けているようなイメージであのシンポジ
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ウムを過ごしていたんですけれども、うちの町だけちょっと弱いなというふうなことを思っ

た節もあらんでもないんですよ。 

  というのは、やっぱり切山の一番上辺りで御夫婦暮らしてはりました。この方々もやっぱ

り交通の便が悪く、移住されました。そういう今起こっている現実というのがあるわけです

よね。これ最近の話ですわ。１年たっていなかったはずです。その御夫婦も切にペットボト

ルの廃棄することの困難さ、集会所まで下りないといけないと、でも免許証返納した僕らど

うしたらええんやという御相談も受けたことがあり、一般質問させていただいたこともあり

ます。 

  でも、やっぱりそれだけでは人口の流出も止まらない。町長は、誰一人取り残さないとい

う発言もされていたんですけれども、具体的にどうやったら誰一人取り残さない、そういう

施策が笠置で実現できるのか、ぜひ僕ちょっと勉強させていただきたい。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  誰一人取り残さないというのは、行政の基本的な課題の一つです。交通政策におきまして

も、誰一人取り残さないような交通政策を構築していくことというのが求められるわけです。

当日、加藤先生のお話の中でも、私の発言の後、誰一人取り残さないというのは非常に難し

いというお話をちょっとされたと思います。具体的に言うたら、西に行きたい方と東に行き

たい方おられたら、両方一遍は無理でしょうというふうなことやと思うんですけれども、こ

れは私の解釈ですが。 

  一つの政策を決定してから、では、そこからまだ取り残されている人をどのようにして問

題解決していくのかというのが行政の使命の一つでありますし、そうした問題を一つずつ解

消していくことが住民の皆さんにとって暮らしやすいまちづくりにつながるんじゃないかと

いうふうに考えています。なかなか実際問題難しいお話です。 

  切山の引っ越された方のお話というのもあの方かなというふうに思い浮かびますけれども、

それは今後交通政策というかデマンド交通の中で、フリー走行区間を設けるかどうかみたい

な議論も庁内で進めていきたいと考えていますんで、できるだけ住民の皆さんの生活が安

心・安全、また、利便性の確保という面から担保されていくような行政を進めたいというふ

うに考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 
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  シンポジウムにおいて加藤教授が公共交通の主体はみんなであるとおっしゃられておりま

した。 

  例えば、行政が主体となった場合にどのような役割を担おうと思われているのかお聞かせ

ください。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問です。 

  公共交通の主体はみんなであると言っておられたと。これ一つは、あなた任せじゃないよ

と、みんなで考えていくことだよということをおっしゃっていたんだと思うんですが、行政

が主体となった場合ですけれども、やはり利用される方の利便性を高めること、交通情報を

きちんと発信していくこと、公共交通の事業者等々と共に歩んでいくことではないかと考え

ております。 

  鉄道を例に取りますと、鉄道の利用者の８割が、現在、定期購入者となっているという現

状の中で、ＪＲ西日本に対しては、例えば一方的に運行増便を呼びかける、利便性の向上を

呼びかけるだけでなくて、町として鉄道をよりさらに利用していただけるような町としての

努力をしながら、共に地域住民のニーズや課題を把握し、一緒に進んでいくということが必

要ではないかというふうに考えています。 

  シンポジウムにおける関係各所との関わりについてでございますけれども、町はＪＲ関西

線沿線地域公共交通活性化協議会に入っております。本協議会は、名古屋大学大学院の加藤

先生を会長に、パネリストになっていただきました和束町、南山城村、京都府、ＪＲ西日本、

近畿運輸局などと地域の公共交通についての協議を進めているところでございます。以上で

ございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 住民が主体になることもかなり重要なポイントだとおっしゃっておられ

ました。住民が参加できる方法を、町はどのように今この公共交通計画を考えておられる中

で、考えておられるのかお聞きしたいなと思います。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問で、住民が参加できる方法を具体的にとい

うお話です。 

  加藤先生が基調講演の中で地域の地域による地域のための公共交通をつくり、守り育てる

ことが大切だということで、各地の事例というものを紹介されながらお話をされておりまし
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た。 

  やはり住民として参加できるというのは利用していただくことに尽きると考えています。

自動車による移動というのは時間に拘束されずに移動できるわけですけれども、鉄道には鉄

道の、バスにはバスのよさがあるというふうに感じます。鉄道に乗ることで自動車と違った

風景を楽しんだり、バスはより近い目的地まで行くことができます。公共交通なら駐車場と

いった問題も心配することはございませんし、免許を持たなくてもどなたでも利用できると

いう非常に便利なツールであると思います。乗る人が増えれば増えるほど環境に優しい乗り

物にもなってまいります。 

  住民の一人一人が公共交通についていま一度考えていただければと切望しているところで

ございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 

  住民さんには幅広く使っていただきたいということはよくよく分かるんですけれども、そ

れまでにどういうふうに住民が参加する、ただただ消費することだけがこの町の地域交通を

支える柱やというのは、僕ちょっとシンポジウム参加していてそういうふうに僕は捉えなか

ったんですよ。 

  やはりまちづくりにおいて住民参加型の行政って都市部で多く行われていますけれども、

過疎地域にいくほど難しいような気がしたりせんでもない。その中で、うちの場合ってもう

明らかに６０歳以上の方が５０％超えているという数字が普通に出ていると。その人たちが

地方自治の公共交通という部分に参加してもらうにはどういうことを考えればいいのかとい

うことを、もう実施計画は今考え中なわけですよね。じゃ何かこう、画期的までいかんでも

こういうふうにしたら住民の人も気軽に自分らの足のことを考えられるような方向性が見え

るんじゃないのかなとか、そういう話が今出ているのか出ていないのかというのをお聞きし

たいと思います。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  どうすれば公共交通というものを住民に利用していただいてと、より利用していただける

ような方策を検討しているのかということでございますけれども、現在、先ほども御説明し

たとおり、循環バスでありますとか、相楽東部広域バスでありますのは、全てＪＲのダイヤ

にリンクした形での運用をやっているわけです。また、一定お年寄りの方については、ＪＲ
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利用の際の交通費を一部補助するという施策もやっております。 

  これから先ですけれども、いわゆる要望、要求、需要といいますか、英語でいいますとデ

マンドといいますけれども、よりよい、より使いやすい交通体系というものを検討していく

中で、例えば、村タク型のドア・ツー・ドアのデマンド交通でありますとか、または、自由

乗降区間を設けてより利用しやすい、そういう交通体系を実行していくというような政策を

具体的に検討していきたいというふうに考えております。 

  それが、画期的にＪＲの利用の活性化につながるのかというのは、ちょっと私も分かりま

せんけれども、少しでもＪＲを利用していただけるように、そういう便利なデマンド交通の

体系化を含めて検討していきたいというふうに考えております。以上です。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  町長が真面目だということはよく分かったんですけれども、僕の質問は理解していないと。

僕は、高齢者が多いこの町で住民参加型というのは、住民がそれ利用することしかできない

のかということ。住民参加型の行政というものを行うべしみたいな話やったと思うんですよ

ね、シンポジウムに参加させていただいたんですけれども。その促し方とか、例えば僕らは

４０代ですけれども、この４０代がどうやったらその政策に関われたりとか、自分事で考え

られる、このプロセスがなかったら町がつくったシステムで動くだけなんですよ。それって

この町で生きているのかどうかという価値がどういうふうに示されるのかというのを、もう

ちょっと僕はこの１，１００人台やから考えられる行政施策というのを考えなあかんと思う

んですよね。 

  みんなでつくるまちづくりとか誰一人取り残さないというんやったら、やっぱりみんなに

考えてもらいたいとか、そのためには自分たちはどうやって汗かいて知恵出すんか、その姿

勢が今ないと、どうやって住民が乗ってくるのかと、そういうふうに僕考えるんですよ。だ

から、こういう質問しているわけですよね、町長。 

  行政ができることを聞きたいんじゃなくて、行政はそれをどう誘発させられるのか、ムー

ブメント起こせるのかという話をしているわけですよね。その辺をお聞かせくださいと、今、

先ほど質問させていただきました。どうかよろしくお願いいたします。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員の御質問でございます。 

  どのようにして住民参加型の公共交通というものを広げていくのか、広めていくのかと、
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どういうふうにして啓発していくのかというふうな御質問でよろしいですね。 

  確かに、高齢者の割合非常に笠置町多いです。その中で、住民参加型の公共交通を考える

ということになってまいりますと、行政といたしましては、現状、先日の公共シンポジウム

どのようなお話があったのか、今後町としてどのようにしていこうと考えているのか、ＪＲ

の利用の促進のために住民の皆さんも積極的にＪＲ乗ってくださいというような広報活動を

ちゃんときちんとやっていくというふうなことを考えないといけないと思います。以上でご

ざいます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  僕以前に多分質問させていただいた中に、保健福祉課の中の予算にＪＲの片道分

２，０００円までのお金の話、町が補塡している部分ね、好きなところ行ってくださいねと

いう部分とか、通院に使ってくださいねというお金が出ていたと思うんですよね。そのお金

の在り方が平成１５年度に制度設計がなされたまま額面上がりもしないし下がりもしないと、

そういうお話をさせていただいたことがあるんですよ。 

  僕は、そのときに話をさせていただいたのは、担当課の若手職員がこのお金を使ったら笠

置でどこまでの範囲で遊べるんか、その範囲の中にどんな笠置の魅力が、笠置に住んでいる

魅力ですよ、笠置に来てもらうんじゃなくて、笠置から遊びに行くんですよ。でも、平成

１５年からお金、これ何も変わっていないんですよ、交通運賃変わっているのに。見直しを

する議論もないと。 

  例えば、それでツアーを組むと。お年寄りなり若者が気を向くような、そんなプランがで

きたとしましょうよ。それを職員が引率して住民さんと遊びに行くと。ほなその道中はずっ

とお話しできるわけですよ、住民さんの声聞けるわけですよ。そこで地域交通の話なんて普

通にできるじゃないですか、だって公共交通に乗っているんだから。お金使わんでも今ある

もんでできる知恵って何ぼでもあるんですよ。 

  だから、具体な話が出てこないのが僕は理解ができない。一議員でもここまでの思いはあ

る。平成１５年からですよ。今令和４年ですよ。一切変わっていない、この町はって。それ

で、公共交通がどうだとか、ＪＲがどうだとか、自分たちの足元にあるお金の勘定もできへ

んし、住民感情も勘定できへん。 

  当たり前のことを当たり前に言うてたらええというもんちゃうんですよ、行政って。町の

運営は当たり前のように行わなければならないけれども、住民利益の追求というのはやめた
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らならんと思うんですよ。この情熱がないのに、こんな地域公共交通なんて絶対できないで

すよ。誰が本気になって関わってくれるんですか。 

  そこでお聞きします。 

  我が町における公共交通の核は何なのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの坂本議員のお話の中で出てきました、まず、鉄道運賃の助成

について先にお話だけさせていただきます。 

  令和２年度で利用者が約１６０名おられました。７０歳以上の住民の方が対象で、１回に

ついて限度額が１，０００円、年６回までの利用が可能やということで、ほぼ１６０人の利

用者で１０万円程度の支出が出ているいうことで、ほぼほぼ限度額いっぱいまでの利用をし

ていただいているというふうに思います。 

  核は何ですかと、公共交通の核は何ですかという御質問でございますが、これは先ほども

お話しいたしましたように、交通政策の核というのは、先ほど根幹ということでお話ししま

したように、ＪＲの関西線であろうかと思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  利用者が何人という話は僕は一切しておりませんで、大事な部分がどこなのかというお話

をさせていただいたつもりでいてます。これ１６０人っていえば１６０人なんですけれども、

大体が決まった方がこれ申請出されるということの事実まできちんと説明していただきたい

なと思うんですよ。 

  ということは、新たな利用者が生まれていない。だから、予算の増減がないということな

のか。じゃ、そんだけ使いたい人がいる予算やったらもっと何で増額しないのみたいな話も

当然出てくるやろし、減ってきたら減額も考えないといけないと。 

  うちの例えば今人口ピラミッド見たら多分ラッパ型みたいな感じになってくるのかなと思

うんですよ。この世代の方が使ってくださると。ここに対してのサービスは充実できている

よね、ここの人は次それ使うのかどうかと。だんだんやっぱり平均寿命が延びてきたりとか、

ある一定のところで止まるとは思うんですけれども、その中でなぜ今町長は人数だけおっし

ゃるのか。人数使ってくれているからこのお金無駄になっていないですよねという話がした

いのか、でも、僕が質問しているのは、もっともっと有意義に予算て使えますよねとか、逆

に足りませんよと、議会こんなことしたら住民さん喜んでくれるんですよと、そういうふう



６４ 

に予算設計してもらうことが、僕たちも必死に仕事ができると。これが高水準なまちづくり

ではないのかなと思っております。 

  ぜひ町長、もう少し住民目線で行政が行政のために仕事するようなことは何とぞ控えてい

ただき、住民がこの町で誰一人取り残されないような、楽しみを持ちながら暮らしていける

ような地域公共交通頼みます。 

  次の質問にいきたいと思います。 

  新型コロナウイルス感染症についてお聞きします。 

  新型コロナウイルス感染症のリスクがいまだある中、不安とともに暮らす日常ですが、感

染者及び濃厚接触者の暮らしについて御質問させていただきます。 

  新型コロナウイルス感染症の濃厚接触者への対応をお聞きしたい。笠置町における濃厚接

触者への対応はどのようになっていますかお聞きします。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  町では、新型コロナウイルス感染症にどなたがかかられたかというのは分かりません。京

都府山城南保健所からの報告も陽性者についての件数のみというふうになっておるところで

ございます。ですので、件数のみとなっておりますので、現時点で濃厚接触者へどのように

対応というようなことでは、現時点では何もできていないというようなところでございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 

  僕の認識がおかしいのか間違っているのかも含めてちょっとお聞きしたいんですけれども、

僕は今回濃厚接触者になりまして、それはそれは大変な生活を送らさせていただきました。

こんなにも元気やのに不自由があるのかというものすごく困惑したんですよ。その中で、伊

左治先生とか保健所から聞いた中で、伊左治先生が町で買物を代行してくれるよみたいな話

とか、何かそういう買物難民に対して、今笠置町どのように取り組んでおられるのか。保健

所は患者さんが出たときに、その情報交換はもう結べていると、その協議は終わっているみ

たいな話をお聞きしたんですけれども、そこも含めてお聞きしてもよろしいか。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  町では、先ほども言いましたように、どなたがかかられたというのは分からないんですけ

れども、保健所や主治医から連絡があった町の支援を必要としている感染症に感染されてい
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る方また濃厚接触者の方に、自宅療養をしている間、必要な食料品や生活必需品等の買物を

代行し、配達する生活支援事業を町のほうではさせていただいております。 

  ただ、それも医療機関のドクターが健康観察などを実施され、その中で町が実施する生活

支援サービスを提供希望される方がおられた場合のみ、その個人情報を市町村へ提供すると

いうことになっております。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ですから、患者さんとその家族さんがＳＯＳを出したときに主治医ない

しは保健所から行政に連絡が入るというシステムやということですね。 

  これほんまにあった話ですわ。突然来るんですよ、その日は。もういきなり濃厚接触者や

というのが９時ぐらいに通達くるわけですよね。通達というか受診するんで、おおってなる

わけですよ。もう出たらあかんみたいな話をちゃんと先生してくれるわけですけれども、何

の準備もしていないですよ、何の準備も。財布開けたらお金入ってへんとか、これほんまに

あったんですよね。 

  買物難民で、その助成はあるが、お金なかっても買物できんのみたいなことも思うわけじ

ゃないですか。その辺の広報とかってどうやってなされてんのかなというのをお聞きしたい

ですね。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えをさせていただきます。 

  今までは、町がしております生活支援事業については、対象者には保健所より案内される

ため、広報等はしてこなかったんですけれども、坂本議員が御助言もいただきまして、実際

かかられたという体験から御助言もいただきまして、町のホームページにも掲載させていた

だいたところでございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 課長、一つだけ、僕はかかっていないんですよ。僕は濃厚接触者なんで

す。そこはもうほんまはっきりしといて。 

  ほんで、やっぱりうちの町で一番懸念したのは、自分が、やっぱり先輩方を見ることをや

っぱりもう気を使うというか、心苦しいというか、やっぱり近所周りお年寄り多いわけです

よ。ほな顔合わすだけで何かちょっと後ろめたいというか、基本的に濃厚接触者は買物行っ

ても大丈夫ですよみたいな指針は出ているんですけれども、うちほど行きにくい町ないんじ

ゃないかなと思いましたね、日中絶対行かれへん。それはやっぱり気を使うから。ほな相手
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方さんは知らないわけですから、情報公開していないから。それで僕ら若者がおばちゃんら

普通におはようとか言ってしまうじゃないですか。でも、無視して行かなあかんみたいな話

ですよ。こんな矛盾あります、この田舎で。ないんですよね。 

  だから、アピールは早いほうがいいし、どこまでサービスが充実しているか。例えば夜間

しか行けへん人もいるわけですよ。夜間開いているスーパーの情報があったりとか、そこま

でやっぱり考えるべきやと思うんですよね。２４時間スーパーがこことこことここにありま

すよとか、いろんなところでやっぱり住民のサポートをしていくべきじゃないのかなと思い

ますので、そこは十二分に考慮していただきたいなと思います。 

  保健所から感染者に届く救援物資がありますが、物資が届く日数など、行政はどのあたり

まで情報を把握されているのでしょうか。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  保健所にお申込みいただければ、３日から４日後に配達されるというふうには聞いており

ます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） はい、そうなんですよ。三、四日たってどーんと来るんですよ、待ちに

待った救援物資が。皆さん、風邪とかインフルエンザになられたことあると思うんですけれ

ども、三、四日で元気になったことって大半じゃないのかなと思うんですよ。そのタイミン

グですごい初期症状のときの物質とかばーんて来たら、使います。使いたくても使えないん

ですよ。おかゆさんやったりとか、経口補水液、あの辺が届いたり、半分ぐらいそういう感

じなんですよ。それはありがたいんですけれども、元気になっていたらもういらないじゃな

いですか、極論ね。次のときに使うんかどうするかというのは、多分もらった人が考える。 

  そこで思うたんは、やっぱりふだんから防災意識高めといて、ある程度の備蓄はしといた

ほうがいいんじゃないのかって、これも公共サービスやと思ったんですよ。その辺はやっぱ

り広報を含めて町でやっていただきたいと思います。それを含めて今後の対応どのようにお

考えなのかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 保健福祉課長。 

保健福祉課長（岩﨑久敏君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  先ほど議員おっしゃるように、いつそういった立場になるか分からないということですの

で、おっしゃられたように、各家庭でも備蓄としてそれは防災にも役立つということですの
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で、していただけたらなというふうに思います。 

  それから、町のほうのいろいろな初期症状のもの、おかゆであったりとかそういったもの

が来るということですけれども、町のほうではこれまでの対応では、直接電話での聞き取り

をさせていただいて、できる限りの要望に沿ったものを購入をさせていただいているという

ことですので、引き続きそういった対応でやっていきたいというふうに考えております。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 

  それこそ企画政策もできたわけですから、課の内外のみんなで集まった課ができているわ

けなんで、そこでやっぱりいろんな情報共有をして、住民利益の追求というのをやっていっ

てほしいなと、これも一つの仕事かなと思いますので、そこも含めて課内みんな連携してや

っていただきたいなと思います。 

  最後の質問になります。 

  ふるさと納税の現状とこれからについてということでお聞きしたいと思います。 

  我が町のふるさと納税がウェブにて納税できるようになり、数年の時がたちました。笠置

の魅力を知っていただくに当たり、大変価値のある事業であるとは考えます。 

  そこで質問をいたします。 

  現在のふるさと納税の収入は幾らあるんでしょうかお聞きします。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。坂本議員の御質問にお答えさせていただきま

す。 

  返礼品つきのふるさと納税の寄附額でございますが、令和元年度が２１万円、令和２年度

が１５５万５，０００円、令和３年度が２１５万８，０００円、今年度６月現在でございま

すが、１２万９，０００円となっておりまして、合計で４０５万２，０００円となっており

ます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 続いて、新しい返礼品は都度できているのかどうかお聞きします。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  新しい返礼品でございますけれども、まず、令和元年度の時点で７品目、２年度で４０品

目、３年度で６８品目まで増えてきております。４年度に入りまして、新しく１品目追加さ
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れておりますので、現在、６９品目の返礼品がございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  これ品目というと聞こえがいいんですけれども、やっぱり同じ事業者さんから重なって出

ている部分もあるんで、これの考え方も行政的考え方やと思っているんですよ。これ納税し

てくれる人のほうを見てへんと思うんですよ。事業者さんは見ているんですよ。でも行政は

一つの事業として考えているのか分かんないんですけれども、この６９品目多いよねみたい

なイメージを与えようとするでしょう。これ僕ちょっと間違っていると思うんですよ。そこ

ら辺も含めて、やっぱりもうちょっと行政の中のふるさと納税の在り方というのは、もうち

ょっと考えたほうがいいのかなと思っています。 

  現行の返礼品で納税額が下がった、売上げが下がったところがあるのかないのかというの

は把握されているのかどうかお聞きします。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。 

  坂本議員の御質問でございますが、まず、先ほど品目だけしか申し上げませんでしたけれ

ども、事業所数につきましては、元年度が４事業所、２年度が９事業所、３年度で１４事業

所になりまして、現在も１４事業所の６９品目という状況になっております。 

  また、納税額が下がったものにつきましては、令和２年度と３年度を比較しますと、アウ

トドア関連の寄附額が減少しております。これにつきましては、対前年で約５０％減となっ

ておるところでございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 

  これ下がっているじゃないですか。納税が下がっているのであれば、これ事業者さんと町

が一緒になってやっている事業じゃないですか。行政としてこの事業者さんとヒアリング等、

今後に向けた取組みたいなものは話し合われたことがあるのかないのかお聞きします。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。坂本議員の御質問でございます。 

  ３年度までにつきましては、ふるさと納税につきましては、行政側の話なんですけれども、

企業人の方に担当していただいておりまして、そのときにつきましては、定期的というわけ

ではないですけれども、事業者さんのところにお伺いして話をしておられたように聞いては
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おります。 

  ただ、４月以降私が担当課長させていただいて以降につきましては、現状のところデータ

は出ておりましたけれども、そういった事業者様と今後についての打合せなり、また、新し

い返礼品の開発に関します相談等につきましてはできていない状況でございます。以上でご

ざいます。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） 坂本です。 

  やっぱりこの納税ってある種人のふんどしで相撲取るみたいな感覚じゃないですか。自分

たちは風呂敷広げといて、店に出してもらって、あとの売上げかすめていくみたいなような

イメージですよ、僕の中でいうと。それやったらやっぱり事業者と共に歩む、人づくりはま

ちづくりとかってよく言うじゃないですか、その部分が行政どういうふうに思っているのか

ということが、ちょっと抜けているんじゃないのかなと。いいときはいいときで勝手に売れ

るわけですよ。でも、やっぱり下がってきたときにどんだけ手助けしてあげられるか、いろ

んな人をつなげられるのか、それとも画期的な特産品ができるようなアドバイスができるの

か、どうやってその事業者と共にこのまちづくり歩むんか、そういうことを考えないといけ

ないんじゃないのかなと思うわけですよ。 

  やっぱり下がっているところに対しては、やっぱりせめて電話でも入れてどうですかと、

困り事あったら行きますよというようなスタンスを取れるような体制をつくっていただきた

いと。 

  ふるさと納税の収入が基金で積み立てられていますが、この基金の活用法を考えながら事

業をしていることがあるのかお聞きしたいと思います。 

議長（大倉 博君） 総務財政担当課長。 

総務財政課担当課長（森本貴代君） ただいまの坂本議員の御質問にお答えしたいと思います。 

  ふるさとづくり基金を充当して実施した事業があるのかという質問で、財政のほうからお

答えをさせていただきます。 

  ふるさと納税の収入につきましては、ふるさとづくり基金に積み立てております。先ほど

も言いましたように、返礼品つきのふるさと納税令和２年の１月から開始しまして、返礼品

なしとの寄附金と合わせまして収入は約２倍に増えておる状況です。 

  納税者が望まれる使い道、これにつきましては指定される方また町に任せる方という方そ

れぞれおられるんですけれども、歴史・文化等や子供のためにという方が多い傾向です。こ
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れまで充当した事業ですけれども、町制８０周年事業、それから桜の植栽、子育て支援事業

等に充当した例がございます。 

  おっしゃいましたとおり、納税いただいた貴重な財源ですので、納税者の方の思いを酌み

ながら基金の充当先を検討していきたいと考えているところでございます。 

  企業人を中心に検討会議を行っていたというふうに大西のほうからもありましたが、今年

度からは新たに設けますアドバイザリーボードの御意見も参考にしながら、今の自主財源の

確保としまして既存の事業に充当するか、それかまた新たな事業を起こす等有効に使わせて

いただきたいと思っております。 

議長（大倉 博君） 坂本議員。 

５番（坂本英人君） ５番、坂本です。 

  午前中の答弁の中で、総務課長が財源確保のためふるさと納税や企業版ふるさと納税を考

えるというような答弁があったかと思うんですけれども、今で数年たって４００万円と。住

民さんからしたら４００万円って大きい額になるような響きはあると思うんですけれども、

うちの町こんだけ小さいいうても年間やっぱり１４億ぐらいの当初予算組むわけですよね。

そのうちの４００万なんで、どんな事業できんねんというところもあるんですよ、継続して

できる事業やったとしたらね。 

  それやったらやっぱりふるさと納税という制度自体をもっと町の中で常にやっぱりクリエ

イティブに考えていかなあかん。時代はどんどん変わっていて、違う自治体はもっともっと

変革してふるさと納税の幅広げていっているんですよ。大体今観光でぱっと行ったとしても

体験型も結構ふるさと納税であるんですよ、チケット自体をね。その町の価値をもうふるさ

と納税として提供するという自治体かなり増えています。 

  うちの町ってアクティビティめっちゃあるのに、多分商品ゼロなんですよ。ボルダリング

ぐらいかな。ボルダリングが１回あったんかななかったんかな、そんなぐらいやと思うんで

すよ。だから、カヌーもあって、キャンプができて、釣りもできてってあるけれども、そん

な声聞いたことないんですよ。やっぱりその辺も含めてこの事業そのものが停滞していると。

だから、今までばあっと走ってきたところが下がってきているというふうに僕は感じたんで

すよ。 

  もうちょっと行政が、場は提供するがあと何もしないというのは僕は駄目だと思うので、

寄り添いながらふるさと納税というのものの大事さを共に築いていってほしいなと思います

ので、よろしくお願いしたいと思います。 
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  これで一般質問を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） これで坂本英人議員の一般質問を終わります。 

  ここで暫時休憩します。１５時から開催いたしたいと思います。 

休  憩   午後２時４８分 

再  開   午後３時００分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

  ７番、西昭夫議員の発言を許します。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  通告に従って質問させていただきます。 

  まず、防災について。 

  防災について町の方針をお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの西議員の御質問でございます。 

  防災についての町の基本方針ということでございます。 

  住民の生命と財産を守ることが行政の責務であります。その大前提の下で、いつでも起こ

り得る自然災害による被害を最小限に食い止め、安心で安全な暮らしを確保することを目的

として住民、地域行政が連携し、災害から住民の皆さんを守ることが防災の基本方針だとい

うふうに考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  町長が町長に立候補されたときにもたしか防災を公約に入れられていたと思いますが、町

長の思いとしては、今の町の方針プラス町長の思いというのはどういう形で現れているかお

聞かせください。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの西議員の御質問でございます。 

  まず、災害が起きたときのいろんな対応策について、昨年度は、ＮＴＴ西日本と災害協定

を締結させていただきました。これ災害時の通信手段の確保ということと、それから各地区

の集会所への災害用の電話の設置でございます。また、ヤフーとも災害協定を結んで、防災

アプリによる避難情報、または、注意喚起のための情報発信の体制を確立いたしております。

実際に災害が発生したときの対策として、町内の土木関係の事業者さんとの緊急の復旧対策
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工事の協定を結ばせていただいております。 

  先ほどちょっと説明をしてくれておりましたけれども、相楽東部３町村による災害時の相

互支援協定というものに一生懸命取り組みましたけれども、その後の新型コロナウイルス感

染症の拡大によって、それに対する支援についての記述について、現在、まだ協議をしてい

るところでございます。 

  今後、広域避難ということも含め、また、災害時の物資の相互支援協定等も含めて、近隣

の自治体や関係機関とも災害支援協定の協議を進めていきたいと。そのことによって少しで

も住民の方々に安心して生活していただけるように努力したいと考えております。以上でご

ざいます。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  町長、それ僕２つ目の質問で、町長が就任されて２年がたちというところの答えやと思う

んですが、その前の僕は町の方針のところで聞いたときに、それのプラス町長の思いはどこ

にあるんかという１つ目の質問に対しての再質問のつもりでしたんですが。 

  そもそも災害アプリも、今ちょっとこの議員の中に３人消防団員がいるんですね、僕を含

めて、それ聞いたら正直知らんと。そうなると、せっかく町がやっていることやのに、消防

団員もちゃんと把握していないというのは、これもし住民さんに聞かれたときに誰も消防団

員として災害に携わっている団員として説明できないですよね。 

  その辺もう少し広報なり周知なりをしていってほしいんですが、町長の思いは、答えても

らえるなら答えてもらいたいんですが、答えてもらえます。町長でも参事でもいいですし、

どっちですか。 

議長（大倉 博君） 町長。 

町長（中 淳志君） ただいまの西議員の御質問でございます。 

  町長として個人的にどういうふうに考えているかということでございます。 

  従来のいろんな各地での風水害、地震、洪水等々の事例についていろんな形での研修を受

け、考え得る限りの最大限の被害想定をした上で、できるだけひるまずに避難指示を出しな

さいと、空振りしてもいいので遅れることなく住民の生命を守るための最大限の努力をしな

さいというような、そういうような講習なり本なり読ませていただいています。 

  できるだけ早いこといろんな情報を収集しながらですけれども、できるだけ住民の方々の

安全のために早め早めの避難指示、そういうもんを出していって、被害を最小限に抑えると。
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できれば誰一人けがされたりするようなことがないようにきちんと司令塔としてその任務と

いうのを果たしていきたいというふうに考えております。以上です。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  町長、町長の個人的な思いというのは、町長にはなかなかないと思うんですよ。町長の思

いというのは町の思いなんですね、行政側の。それに従って職員が動いているんで、その辺

はもう少し考えて発言していただきたいなと思います。 

  今言わはったことは、多分僕は町長に思いを聞いたんで、それは選挙の公約のときに言う

てはったことやと思うんですけれども、それは今までの町に足らなかったことを町長は公約

として挙げてはったと思うんですよ、それを僕ちょっと聞きたかったんですが。早く避難指

示を出しなさいとかいうのは分からんでもないんですが、そう言ってきたの、何かちょっと

質問と答えがずれているので、ちょっと僕も困惑しているんですが、もう次の質問にいきま

す、すんません。 

  役場と消防団等の防災の団体と連携について役割分担や災害時シミュレーション等は行わ

れていますか、また、今後どのように進めていくかお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。西議員の御質問お答えさせ

ていただきます。 

  災害時のシミュレーションというものは、まだできていないというのが現状でございます。

役割分担といいましても明確なものはなく、例えば避難に消防団員の方々がどのように関わ

っていただくかとか、役場の職員、警報発令時、災害対策本部が設置された後、職員のほう

は常駐するわけですけれども、そのときの分担といたしまして見回り等は入っておりますけ

れども、他の部署、他の機関、消防団であったり消防署であったりというところの連携とい

うところまで役割分担までまだ決まったものはございません。 

  すみません、先ほど御質問いただいておりましたヤフーのアプリのほうですけれども、ち

ょっと周知不足だったかと思いますので、広報等でお知らせさせていただきたいと思います。

申し訳ありませんでした。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  せっかく、町長、いいことしておられるんで、もう少し頑張って広報皆さんもやっていた
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だいて、町長を否定しているわけではないんですよ、せっかくいいことしたのに広報不足で

みんなが知らんというのはもったいな過ぎるんですよね。広報のほうよろしくお願いいたし

ます。 

  シミュレーションや役割分担が実はできていない。これ僕も、実は町長が防災についてと

いうの言うてはったなと思って、自分なりに考えてみたらできていなかったなと。そこで今

回質問させてもらったんで、あまりできていないというのはよく分かっていたんで、気づけ

て逆によかったなと思っています。 

  例えば、今現状で災害の連携なりというのは当然参事が言わはったように、多分末端の団

員までいっていない、いっていないというかできていないと思うんですよ。例えば、シミュ

レーションの状況設定として、季節春夏秋冬もありますし、簡単に言うと、平日、休日、昼

間、夜、これだけで４つできるんですよ、状況設定が。それで、例えば町内にいる消防団員、

役場にいる職員の数って全然違うと思うんですよ。今職員の半分ぐらいは町外ですよね。当

然休日になると地元の消防団員は増えますよね、職員は減るけれども。昼間とこういう、何

かバランス取れているという言い方がいいか分かんないですけれども、片方が減れば片方が

増える、片方が減れば片方が増える、こんな感じやと思うんですよ。 

  そのときに、それこそ何時、平日の昼間何時にもしこれが起きたらという想定やったらも

のすごい考えやすいと思うんですよ。当然平日の昼間やったら笠置町の役場が持っている自

動車部がメインになって初期消火に当たると思うんですね。これが夜になると消防団員にな

るし、休日やったら消防団員、平日になると自動車部に負担はかかるんですけれども、あと

引き継ぐとか、その間に役場と消防団員引継ぎ、大きな火事やったら一晩火の番せなあかん

とかってたしかあったんですね。 

  そういうのは当然やっていかなあかんし、これ考えたときに、自分の家から一番近い消火

栓または防火水槽まで何メートルあるんやろって、これ当然消防団やったらホース１本

２０メーターというのは知っているんですよ。ほなそこにポンプ置いてこの家までホース何

本やなというふうなの分からへんですよ、実は、考えていなかったんでね。そういうところ

もシミュレーションに入れてほしいんですね。 

  何でかというと、それって全部卓上でできるんですよ、笠置町の地図あったら。こっから

何メートルやな、こっち回したらプラス１本ホースいるなとか、それって消防団員の誰かが

知っていれば、より迅速に消火活動なりが行えるんですよね。これは消火ですけれども、例

えば笠置で一番考えられるのであれば、僕が思うのは、台風のときの水害、増水による災害
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とか雨による土砂崩れになったときに、この前たまたま町民の人と話すことがあったんです

が、土砂崩れ埋まったら助けてくれんのやろって言われたんですよ。これ、町長、どう思い

ます、消防団員派遣しますか。できないですよね、２次災害を考えるとできないですよね。 

  だから、それも町民とやっぱり共通認識っていると思うんですよ。だから、早めに避難し

てくださいというところまで言えるんかなと。役場、消防団、町民共通認識持つと、より災

害への対応というのは、早くて確実でやりやすくなるのかなと。 

  そのためには、やっぱりある程度のマニュアル、マニュアルどおりにやれというのでは臨

機応変に対応できへんのかも分かんないですけれども、そういうマニュアル作りの基本にな

るベースのマニュアル作りというのは大事なんかなと。これ多分消防署の職員にお願いした

ら、アドバイザーとして立ち会ってもらえると思います。そういうのを繰り返すことによっ

て、消防団員のスキルもアップするし、役場の職員も、思いだけですよね、こういうのって、

アップしていくし、そういうことをやってほしいんですけれども、どうでしょう。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。西議員の今御意見いただき

ました。 

  確かに、本当にシミュレーションできておりませんし、多分幸いにそういった場面にも実

際遭遇していない職員もそうですし住民さんもいらっしゃいますので、何かを想定して具体

的に想定したほうが考えやすいのかなと思いますので、まず、職員の中、それから消防団の

方にも同席いただき、消防署のほうにも御協力いただくような形で、場面に応じた具体的な

行動というものをつくれればというふうに思います。こちらについては取り組むようにさせ

ていただきたいと思います。ありがとうございます。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  それの延長線上にあるんかなと思うんですけれども、昨年度から議会でも防災について研

修調査を始めました。また、社会福祉協議会が発刊されたボランティアだよりでは、５月

２５日に防災士及び勉強会を開催されています。議会及び住民がこのような取組をしている

ところですが、町として研修や訓練など、なぜ実施されないのでしょうか、また、実際の災

害を想定した住民参加型の避難訓練等を今後実施される計画はありますか教えてください。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。西議員の御質問お答えさせ
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ていただきます。 

  町といたしましても、令和３年度につきましては幾つか事業をしておりまして、１１月

２９日と２月２４日になりますけれども、こちらも防災士さんをお招きいたしまして、区長

さん、区の役員の方々と、避難行動の目安となる地区ごとの地区タイムラインというものを

作成いたしました。全ての地区におきまして提出いただき、１００％の作成となったところ

でございます。 

  また、１月２７日には、同じ乳幼児を持つお母さん方を対象に、保育所におきまして、こ

ちらも女性の防災士さん、母親としての立場で防災士の目線で避難なりお話をいただいた出

前講座をさせていただいたところです。 

  １月２８日には、学校給食において非常食を食べていただき、そのときにうちの担当のほ

うの職員で、小学生の子供たちにお話をさせていただいたというところです。 

  全体的な訓練とか研修ということではございませんけれども、まず、小さなところからそ

ういう防災意識というのを持っていただけたらというところでさせていただいたということ

でございます。 

  本年度ですけれども、９月にまた京都府の総合防災訓練が実施されます。今回は１か所で

されますけれども、その同日に笠置町では物資の輸送の訓練が入ってきております。役場の

下で物資受け取り搬送するというような訓練がありますので、こちらのほうまた御協力いた

だいたり、住民の皆様に可能な範囲で見学できるということでしたら見ていただいて、こう

いうことをしているんやというところ、こういう輸送があるんやというところも見ていただ

けたらと思いますので、そういうところ、訓練ということではないですけれども、進めたい

なと思っているところです。 

  先ほど来、さきの質問でもありましたが、なかなか町として住民さんと一緒になった訓練

というのができておりませんので、以前から御指摘いただいていたところですし、できるだ

けこういう京都府さんであったり、相楽中部消防本部のほうの訓練というところも合同にな

った中で、何かしら考えていけたらと思っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  そのとおりですよね。今までマニュアル等がなかったというのは、作ればいいんですけれ

ども、作るまでが一番しんどいんやと思うんですね。その後はというと、今ふうに言えば、

アップグレードとか、ブラッシュアップとか、更新していくとその後の人が楽になると思う
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んで、それを高いレベルの次元で維持していけば、笠置の町民、それこそ町の方針でも住民

の生命と財産を守るためにはずっと役立つんかなと。だから、一緒に協力してやっていきた

いと思いますんで、よろしくお願いします。 

  その中で、最初の向出議員の災害時のペットの問題のことで、僕もちょっと質問させてい

ただきます。 

  これ２０１９年台風１９号で多摩川氾濫の唯一の死者って言われているのが、４階建ての

マンションに住んでおられて１階に住んでおられたんですが、ペットを飼っていてて避難す

るのを恐らく躊躇されたんだろうということで亡くなられた。それが唯一の死者やったとい

うので、笠置町としてはペットを同伴できる避難所はないということやったんですが、その

対応なりは、一緒に住んでいる方にとってペットはもう家族なんで、人命が第一やというの

はよく分かるんですが、笠置町として何かできることはないのかなと。今どういうお考えか

聞かせてください。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。西議員の御質問お答えさせ

ていただきます。 

  朝からの向出議員の御質問もありましたとおり、今避難所としてペット同伴で受け入れる

という施設にはできておりません。私も飼っている身ですので、本当に家族の一員やという

のはよく理解しております。 

  平常時から長期自宅でということになりましたら、そのためのペットフードであったり、

ペットのシーツとかというのを常備しておいていただくというのはあるんですけれども、ど

うしても連れて逃げる場所がない、そうなるとどこかっていいますと、今の状態ではなかな

か難しいなということもありますので、例えばこういうときに受け入れていただけるペット

ホテルをこういうところがありますよという情報提供でしたりとか、御自身でいつも使われ

ているようなところがあったら、お問合せいただいておくとか、そういうところの前もって

の準備というところの啓発というところからまず始めないといけないのかなというふうに思

っております。以上です。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  笠置町は人口が少ないというのもありますし、それは逆に言えば小回りが利くというふう

に捉えるとプラス思考で僕はいいと思うんですが、例えばペットを飼っておられる方、ペッ
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トの種類にもいろいろある、犬、猫、爬虫類、鳥とかいろいろあるとは思うんですが、そん

な人たちからヒアリングなり聞くというのはいいと思います。聞いてどういう方針でいくか

というのを伝えるのもいいし、例えばアイデアをもらうのもいいし、そういうのはやっても

らうことというのはできるんですか。もしやるとしたらいつまでにというのは答えられるか

どうか分かんないですけれども、せっかくなんでお願いします。 

議長（大倉 博君） 参事。 

参事兼総務財政課長事務取扱（前田早知子君） 失礼いたします。西議員の御質問お答えさせ

ていただきます。 

  本当におっしゃっていただいたように、犬、猫だけではなくて鳥、ウサギ、ハムスター

等々いろいろあります。小動物だからといってほっとくわけにもいきませんので、今回の総

計でアドバイザリーボードというのもありますし、単にアンケートという形もありますので、

ペットを飼われている方がどのようなことを考えていただいているのか、どういう対応を求

めておられるのかというのは、ちょっと聞かせていただく場面があってもいいのかなと思い

ますので、そういう機会を早い段階でちょっと探させていただいて、アンケートでしたら各

戸配布でさせていただくとか、アドバイザリーボード開催されるときにちょっと聞いてほし

いということでお願いするとか、ちょっと考えさせていただきたいと思います。 

  いつまでとは、できるだけ早い段階でというところで、申し訳ありません。以上です。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。ありがとうございます。 

  何を言いたかったかというと、ペットも大事なんですけれども、そのために人が亡くなら

れているということが、そこを重く受け止めて対応していただきたいなと。ペットのために

人が死ぬんやというところを重く受け止めてもらいたいなというので、これ質問させていた

だきました。 

  次の質問に移らさせてもらいます。 

  いこいの館の運営についてです。 

  ほかの議員さんの質問と重なると思いますが、もう一度住民さんに聞いてもらうためにも

同じ質問をさせていただきます。 

  今期議会に上程予定だったコンサルタント等に関する補正予算が計上されていませんが、

経過についてお聞かせください。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 
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商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。西議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  本年３月の定例会におきまして、コンサルタントに関する費用を６月補正で計上させてい

ただくと、町長から答弁がございました。午前中の一般質問でもございましたけれども、

４次の総合計画におきましても、いこいの館につきましては再開を目指すとしているところ

でございます。それに向けまして、まずは、全てを修繕した場合や複数の修繕、再開のプラ

ンについて、コンサルタントに依頼する予定の補正予算を計上する予定ということで、３月

の時点で申し上げていたかと思います。 

  その後、限りある財源を有効に活用するためには、まずは何を施設の魅力にしていくのか、

また、設備に関しましても環境に優しい設備の導入の検討も含めた中で、再開のコンセプト

を決定し、そのコンセプトが出来上がったタイミングでコンサルタントを入れ、改めて再開

に向けての予算を計上させていただくこととさせていただいたところでございます。 

  そのため、今回の６月補正につきましては、現在、運営している施設を視察させていただ

きまして、その施設の特徴や工夫されているところなど生の声を聞きまして、いこいの館再

開に向けてのコンセプトづくりに反映させていただいて、再開のための第一歩として視察に

関する予算を計上させていただいたところでございます。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  これ先週の補正予算のときにも似たような質問で説明があったと思うんですが、やっぱり

その後住民の方から言われたんは、今から視察かと、ちょっと遅いんちゃうか、やっぱりそ

ういうことが出てきました。それは、僕はどう説明したかっていったら、それでも前に進ん

でいるからちょっと待ってくれと、見といてほしいというのは言ったんですが、やはりそう

いう思いというのは僕も持ちましたし、ただ、せっかく動いたんやからいいものにしていた

だきたいという思いがあります。 

  僕ら、僕らというか行政側とか、行政側だけで考えるのではなくて、持って帰ってきた情

報なり、あと例えばほかの人らでも温泉好きな人ってやっぱりいるんで、こういう温泉があ

ったらいいなとか、温泉じゃなくてもこういう感じの雰囲気だけでもいいですし、そんなん

したらどうやろかとかというのは、やっぱり皆さん思っているところは多少なりともあると

思うんですね。そういう意見もやっぱり取り入れてもらえたらなと思っています。 

  そして、次の質問ですが、いこいの館運営対策特別委員会が長く開催されていませんが、

報告がない状況ですが、今年度の進捗状況についてお聞きします。 
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議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。西議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  いこいの館運営対策特別委員会につきましては、本来でございましたら定期的に開催しま

して進捗状況等のお話をさせていただかないといけないところでございます。特別委員会の

開催につきましては、正副委員長とは打合せはさせていただいたところでございますが、こ

ちらの準備不足によりまして開催に至っておりません。申し訳ございませんでした。 

  今年度の進捗状況でございますが、４月以降、先ほどの内容の補正予算の内容を検討する

中で、実際に温浴施設に従事している方に一度施設を見ていただこうということで、坂本委

員長の計らいもありまして、近隣の温浴施設に従事しておられる方の御意向で、実際にいこ

いの館までお越しいただいて、浴室や機械設備等を見ていただきました。その中で、再開の

可能性やアイデアなどをいただきまして、そういったことも踏まえまして視察先の検討など

をしてまいったところでございます。 

  また、裁判の関係につきましては、午前中もありましたとおり、第１４回の審理が終わり

まして、町に求められている書類につきましては裁判所に提出しておりまして、現在は反訴

に関する相手方の準備書面が提出されるのを待っている状態でございます。 

  また、令和２年から３年計画で修繕計画を行っております受変電設備でございますが、今

年度最終年度でございます。ＰＣＢの含有量の調査が現状終わっておりまして、ＰＣＢは含

まれていなかったということで、８月から９月をめどに受変電設備の修繕を行っていきたい

と考えております。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  その次の質問が、いこいの館運営再開に向けたスケジュール、スケジュールをメインに聞

きたいんですが、及び方向性、これは視察を行ってから決めるということなんですが、全く

方向性今のところは決まっていないという状況なんですかね。じゃ、スケジュールをお願い

します。 

議長（大倉 博君） 商工観光課長。 

商工観光課長（大西清隆君） 失礼いたします。西議員の御質問にお答えさせていただきます。 

  今後のスケジュールでございますけれども、まずは、７月より視察研修を順次実施してい

く予定としております。１１月頃をめどに視察を終えていきたいと考えておりまして、そこ

からアドバイザリーボードまた住民さんの意見等を聞きながら、先日の議会の中でも坂本委
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員長から言っていただきました特別委員会も一緒に考える場としてはどうかというお話もい

ただいておりますので、その中で一緒にコンセプトなりを決定していきたいと考えておりま

す。 

  １１月までに視察を終わって、今年度中にコンセプトが決定できればいいんですけれども、

できるだけ早くコンセプトを決定した中で、具体的な再開に向けて進んでいきたいと考えて

おります。以上でございます。 

議長（大倉 博君） 西議員。 

７番（西 昭夫君） ７番、西です。 

  そうですね、いろんな人から意見聞いて、町内には、町内というか笠置自体が今アウトド

アで結構にぎわっていて、キャンプやったりとか、ボルダリングやったりとかあります。 

  例えば、僕のこれ一つの案なんですが、そういうグッズなり商品をいこいのスペース、表

のスペースがありますよね、あんなところで展示会みたいなのするとか、例えばそれに合わ

して車でもキャンピングカーとか、なかなか笠置はちょっとキャンピングカー少ないんです

よね、とかそういうのでもやると集客につながるのかなとか。あとは、もうボルダリングせ

っかく中にボルダリングのウオールがあるんで、そこに関連づけてそういうイベントなり打

つとかというのは、集客の一つの方法なのかなと思います。 

  だから、時間をかけて、どうせ時間をかけるならやっぱりいいものにしてほしいんで、特

別委員会でも、協力していくっておかしいですね、両輪となって頑張っていくのが一番いい

と思いますんで、よろしくお願いします。 

  ということで、僕の一般質問を終わります。 

議長（大倉 博君） これで西昭夫員の一般質問を終わります。 

  これで一般質問を終わります。 

  暫時休憩します。次５０分から開催予定にします。 

休  憩   午後３時３７分 

再  開   午後３時５０分 

議長（大倉 博君） 休憩前に引き続き会議を再開します。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第２、閉会中の委員会調査等の報告及び一部事務組合議会報告を行

います。 

  閉会中の委員会調査等の報告を行います。 
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  総合常任委員会、向出健委員長。向出議員。 

１番（向出 健君） 総合常任委員長の向出です。 

  総合常任委員会の報告をいたします。 

  去る４月２６日に、町内の避難所や備蓄倉庫の視察を行い、防災無線・発電機の使い方の

レクチャー等を受けました。 

  その結果、幾つかの課題、改善点が各委員より指摘され、意見が出されました。この意見

等を申入れ書としてまとめ、本日、議会定例会終了後に、総合常任委員会名で町長宛てに申

し入れる予定をしています。 

  申入れ内容は、避難所の体制や運営の見直し、避難所収容数を超える避難者への対応、電

気、ガス、発電機等の使用目的の想定と準備、防災行政無線の音声調査とその課題の検討と

対策、備蓄倉庫の設置数や備蓄品やその運用等の検討と対策、防災シミュレートによる課題

の検討と対策、町民及び町職員への研修・訓練の毎年の実施です。 

  なお、申入れ書には、町に対し文書にて、御回答いただくよう申し添えています。 

  以上で総合常任委員会の報告を終わります。 

議長（大倉 博君） 次に、いこいの館運営対策特別委員会、坂本英人委員長。 

５番（坂本英人君） いこいの館運営対策委員会より委員会報告をさせていただきます。 

  まず初めに、委員会開催をさせていただきたく思っているんですけれども、なかなか行政

との打合せがうまくいかず、開催できていないことを委員会として少しおわびさせていただ

きたいと思います。 

  ６月の補正予算もあるため、行政に対しては委員会の開催を促しておりました。６月３日

金曜日午前１０時、正副委員長と行政、議会事務局が出席をし、委員会開催に向けての協議

を行いました。 

  行政側から６月補正予算の概要説明がありましたが、それに伴う各資料が提出され、委員

会を開催し議会の理解や議論が深まることができかねる内容であったため、再度、内容を考

え直すようにと１回目の協議を閉じました。 

  ６月１４日火曜日午後５時より２回目の協議を開催いたしました。この日は温泉の湧出量

の調査費用と再開に向けてのスケジュール等の提示はありましたが、町長から具体的な説明

はなく、このまま委員会を開催すれば、議会の混乱を招くおそれがあり、委員会の開催を今

回は見送らさせていただきました。 

  委員会を開催するには至っておりませんが、正副委員長共に、いこいの館の再開を目指し、
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行政に働きかけております。 

  以上でいこいの館運営対策特別委員会の報告を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） 次に、一部事務組合議会報告を行います。相楽郡広域事務組合議会、由

本好史議員。 

３番（由本好史君） それでは、令和４年第１回相楽郡広域事務組合議会臨時会の報告をさせ

ていただきます。 

  本臨時会は、令和４年５月２０日午後２時から大谷処理場会議室におきまして、開催され

ました。 

  この臨時会は、本組合を構成する市町村のうち、３月２３日に南山城村議会で、本組合議

会の改選が行われたことにより、現在、議長が不在になっておりましたので、議長選挙が指

名推薦により行われ、南山城村議の久保憲司氏が選出されました。会議録署名議員の指名に

つきましては、精華町議の青木敏氏、岡田三郎氏が指名され、会期につきましては、５月

２０日、１日間に決定いたしました。 

  次に、議案第７号、相楽郡広域事務組合職員の給与に関する条例の一部を改正する条例に

ついての１件が提案されました。 

  内容につきましては、一般職の職員の給与に関する法律の適用を受ける国家公務員の給与

については、令和３年８月１０日に人事院勧告がなされ、これを受け法律案が令和４年４月

５日に可決されました。本組合職員の給与についても、国家公務員に準拠していますことか

ら、国と同様に期末手当の支給月数が一般職員及び会計年度任用職員につきましては、

２．５５月から２．４月へ０．１５月引き下げられます。また、本来、令和３年１２月の期

末手当で引き下げられる支給月数分０．１５月分を令和４年６月の期末手当で調整する旨を

附則で定めたものでございます。質疑・討論の後、賛成多数で可決されました。 

  以上で相楽郡広域事務組合議会令和４年第１回臨時会の報告を終わります。 

議長（大倉 博君） 次に、山城病院組合議会、西昭夫議員。 

７番（西 昭夫君） 令和４年第１回国民健康保険山城病院組合議会臨時会の報告をさせてい

ただきます。 

  日時、令和４年５月１６日月曜日９時半から始まり、京都山城病院医療センター会議室で

行われました。 

  開会に先立ち、令和４年４月１日から特別参与兼介護老人健康保健施設やましろ施設長に

就任した原田政吉先生から自己紹介がありました。 



８４ 

  日程第４、専決処分の承認を求めることについて。 

  京都山城総合医療センター使用料等徴収条例の一部を改正する条例について専決処分をし

たものは、挙手全員で承認いたしました。 

  日程５、専決処分の承認を求めることについて。 

  医療過誤による治療内容に関すること及び治療に要した費用に対する補償について専決処

分をしたものも、挙手全員で承認いたしました。 

  日程第６、京都山城総合医療センター使用料徴収条例の一部を改正する条例について。 

  令和４年度診療報酬改定に伴い、所要の改正を行うもの。反対意見として宮嶋議員から反

対意見がありましたが、挙手多数で可決いたしました。 

  日程第７、国民健康保険山城病院組合介護老人保健施設事業の設置等に関する条例の一部

を改正する条例について。 

  令和５年４月１日から回復期リハビリテーション病棟の開設に向け、定員数の改正を行う

もの。これは全員挙手で可決されました。 

  以上、提案された承認２件、議案２件について全て承認・可決されました。 

  以上、国民健康保険山城病院組合議会臨時会の報告を終わらせていただきます。 

議長（大倉 博君） これで、閉会中の委員会調査等の報告及び一部事務組合議会報告を終わ

ります。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） 日程第３、委員会の閉会中の継続調査の件を議題とします。 

  各委員長から、会議規則第７５条の規定によって、お手元に配付しました申出書のとおり

委員会の閉会中の継続調査の申出があります。 

  お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

議長（大倉 博君） 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の

継続調査とすることに決定しました。 

──────────────────────────────────── 

議長（大倉 博君） これで本日の日程は全部終了しました。 

  これで会議を閉じます。 

  令和４年６月第２回笠置町議会定例会を閉会します。 



８５ 

  御苦労さまでした。 

閉  会   午後４時０２分 

 



８６ 

   地方自治法第１２３条第２項の規定により、ここに署名する。 

 

               議  長 

 

               署名議員 

 

               署名議員 

 

 


